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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 第141期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用していま

す。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (百万円) 2,746,453 3,163,669 3,502,419 3,004,888 2,469,063 

経常利益 (百万円) 119,321 139,183 156,904 79,675 93,841 

当期純利益 (百万円) 65,945 75,008 80,254 27,429 28,913 

純資産額 (百万円) 616,770 855,973 902,894 742,915 1,089,757 

総資産額 (百万円) 1,849,714 2,321,441 2,409,165 2,157,849 2,381,314 

１株当たり純資産額 (円) 1,397.11 1,644.56 1,726.21 1,471.20 1,708.16 

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 125.64 169.41 177.96 61.68 62.76 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) 122.14 151.41 155.89 53.97 55.26 

自己資本比率 (％) 33.3 31.9 32.3 29.6 40.0 

自己資本利益率 (％) 9.7 11.0 10.6 3.9 3.6 

株価収益率 (倍) 21.5 18.1 14.1 26.4 32.9 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 240,043 202,194 194,039 34,241 326,377 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △104,215 △199,473 △215,921 △262,908 △282,286

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △160,725 223,290 49,322 232,870 103,445 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 216,623 444,335 456,369 427,797 583,456 

従業員数 
(外、平均臨時雇用人員) 

(人) 40,798 
(13,755)

45,510 
(13,071)

50,241 
(12,997)

50,613 
(11,815)

51,503 
(8,115)
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。 

２ 第140期の１株当たり配当額11.00円には、特別配当１円を含んでいます。 

３ 第141期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用していま

す。 

  

回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (百万円) 1,690,169 1,939,806 2,031,639 1,685,777 1,286,633 

経常利益 (百万円) 52,179 61,572 62,119 4,133 12,075 

当期純利益 (百万円) 37,271 43,054 40,864 3,287 7,086 

資本金 (百万円) 120,210 120,210 120,210 120,210 134,803 

発行済株式総数 (株) 542,647,091 542,647,091 542,647,091 542,647,091 557,387,304 

純資産額 (百万円) 364,127 429,730 453,374 405,434 673,803 

総資産額 (百万円) 1,082,344 1,381,889 1,430,088 1,402,420 1,625,023 

１株当たり純資産額 (円) 824.48 952.95 1,005.03 932.70 1,208.88 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
 中間配当額) 

(円) 11.00 
(5.00)

14.00 
(6.00)

16.00 
(8.00)

16.00 
(8.00)

12.00 
(5.00)

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 70.78 97.23 90.60 7.39 15.38 

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

(円) 68.82 86.91 79.39 6.50 13.57 

自己資本比率 (％) 33.6 31.1 31.7 28.9 41.5 

自己資本利益率 (％) 8.2 10.8 9.3 0.8 1.3 

株価収益率 (倍) 38.2 31.5 27.8 220.4 134.1 

配当性向 (％) 15.5 14.4 17.7 216.5 78.0 

従業員数 
(外、平均臨時雇用人員) 

(人) 10,972 
(2,256)

11,802 
(2,529)

13,267 
(1,902)

14,266 
(1,191)

14,504 
(170)
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２ 【沿革】

年月 沿革

明治42年10月 創業者鈴木道雄により、鈴木式織機製作所として浜松で創業、その発明特許による足踏み式織機

の製作を開始。 

大正９年３月 鈴木式織機株式会社として改組設立。 

昭和14年９月 静岡県浜名郡可美村高塚(現 浜松市南区高塚町)に高塚工場を建設。 

昭和24年５月 東京、大阪、名古屋証券取引所に株式を上場。(大阪、名古屋証券取引所については、平成15年

３月に上場廃止。) 

昭和27年６月 輸送用機器部門に進出。 

昭和29年５月 福岡証券取引所に株式を上場。(平成14年８月に上場廃止。) 

昭和29年６月 鈴木自動車工業株式会社へ社名変更。 

昭和30年10月 軽四輪乗用車を発売。(わが国の軽自動車時代の先鞭をつける。) 

昭和36年４月 繊維機械部門を分離、鈴木式織機株式会社を設立。 

昭和36年９月 愛知県豊川市に豊川工場を建設、軽四輪トラックの生産を開始。 

昭和38年８月 直営販売会社として米国、ロスアンゼルス市に U.S. Suzuki Motor Corp.(現 American Suzuki 

Motor Corp.)を設立。 

昭和40年５月 船外機部門に進出。 

昭和42年３月 合弁会社としてタイ、バンコク市に Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.を設立。 

昭和42年８月 静岡県磐田市に自動車専用工場として磐田工場を建設。 

昭和45年１月 静岡県小笠郡大須賀町(現 掛川市)に鋳造部品専用工場として大須賀工場を建設。 

昭和45年４月 四輪駆動軽四輪車を発売。 

昭和45年10月 静岡県湖西市に自動車専用工場として湖西工場を建設。 

昭和46年10月 愛知県豊川市に二輪車工場を建設。 

昭和49年６月 医療機器部門に進出。 

昭和49年８月 住宅部門に進出。 

昭和50年５月 パキスタンで四輪車初（四輪駆動車）の海外生産を開始。 

昭和54年５月 軽四輪多用途車を発売。 

昭和55年３月 産学協同による技術振興と技術助成を目的とした財団法人機械工業振興助成財団(現 財団法人ス

ズキ財団)を設立。 

昭和55年４月 汎用エンジン部門に進出。 

昭和56年８月 General Motors Corp.（ＧＭ）と資本及び業務提携調印（ＧＭ出資比率5.3％）。 

昭和57年４月 インド政府とスズキ四輪車の合弁生産について基本合意（翌年12月生産開始）。 

昭和58年８月 湖西第二工場を建設し、小型車の生産を開始。同年10月発売。 

昭和61年10月 General Motors of Canada Ltd.との合弁により、カナダ、オンタリオ州インガソル市に  

CAMI Automotive Inc.を設立。 

昭和62年３月 アムステルダム証券取引所に株式を上場。(平成11年５月に上場廃止。) 

平成２年10月 スズキ株式会社へ社名変更。 

平成３年４月 合弁会社としてハンガリー、エステルゴム市に Magyar Suzuki Corporation Ltd.を設立。 

平成４年５月 静岡県榛原郡相良町（現牧之原市）の相良工場（エンジン工場）が本格稼動を開始。 

平成５年４月 中国・長安汽車公司と乗用車合弁生産契約に調印 

平成12年９月 ＧＭと従来よりの提携関係を一層強化することを目的とした新たな戦略的提携契約を締結（ＧＭ

出資比率２０％）。 

平成12年９月 富士重工業㈱と業務提携に関する覚書を締結。 

平成12年10月 教育への支援活動、青少年育成のための諸活動を行うことを目的とした財団法人スズキ教育文化

財団を設立。 

平成13年４月 日産自動車㈱と軽乗用車のＯＥＭ供給について合意。 

平成14年５月 インド、Maruti Udyog Ltd. (現 Maruti Suzuki India Ltd.)を子会社化。 

平成14年11月 インドネシア、PT Indomobil Suzuki International（現 PT Suzuki Indomobil Motor）を子会

社化。 

平成15年７月 子会社 Maruti Udyog Ltd. (現 Maruti Suzuki India Ltd.)が、ムンバイ証券取引所(現 ボンベ

イ証券取引所)及びインド証券取引所に上場。 

平成18年３月 ＧＭグループのスズキへの出資比率が変更（20％から３％へ）。 
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年月 沿革 

平成20年７月 静岡県牧之原市に相良工場（四輪車組立工場）を建設。 

平成20年11月 ＧＭグループとの資本提携関係を解消（３％から０％へ）。 

平成21年12月 カナダのCAMI Automotive Inc.の株式全数をGeneral Motors of Canada Ltd.に売却し、合弁事

業を解消。 

平成21年12月 Volkswagen Aktiengesellschaft と資本提携及び業務提携についての包括契約調印。 
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当社グループは、子会社139社及び関連会社35社で構成され、二輪車、四輪車及び船外機・電動車両・

住宅他の特機等の製造販売並びに金融を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流及びその他のサービ

ス等の事業を展開しています。 

当社グループの事業に係わる位置付け、及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりです。 

  

(二輪車) 

二輪車の製造は当社が行うほか、海外においては子会社 Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.、関連会社 済南

軽騎鈴木摩托車有限公司 他で行っています。また、部品の一部については子会社 ㈱スズキ部品富山 他

で製造し、当社が仕入れています。 

販売は、国内においては子会社 ㈱スズキ二輪 他の販売会社を通じ、海外においては子会社 Suzuki 

International Europe G.m.b.H. 他の販売会社を通じて行っています。 

  

(四輪車) 

四輪車の製造は当社が行うほか、海外においては子会社 Magyar Suzuki Corporation Ltd.、Maruti 

Suzuki India Ltd.、関連会社 重慶長安鈴木汽車有限公司 他で行っています。また、部品の一部につい

ては子会社 ㈱スズキ部品浜松 他で製造し当社が仕入れています。 

販売は、国内においては子会社 ㈱スズキ自販近畿を始めとする全国の販売会社を通じ、海外において

は子会社 American Suzuki Motor Corp. 他の販売会社を通じて行っています。また、物流サービスは子

会社 スズキ輸送梱包㈱があたっています。 

  

(特機等) 

船外機の製造は主に当社が行い、販売は子会社 ㈱スズキマリン 他で行っています。 

また、国内において、電動車両の販売を子会社 ㈱スズキ自販近畿 他の販売会社を通じて行っており、

住宅の販売を子会社 ㈱スズキビジネスで行っています。 

  

(金融) 

販売金融等は子会社 スズキファイナンス㈱ 他で行っています。 

  

事業の系統図は、次のとおりです。 

  

 

３ 【事業の内容】
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事業系統図 
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(連結子会社) 

  

 
  

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

㈱スズキ自販東京 
東京都 
練馬区 50 四輪車 100.0 

・当社の製品部品の販売
・土地、建物の賃貸 

㈱スズキ自販浜松 
浜松市 
西区 50 四輪車 100.0 

・当社の製品部品の販売
・土地、建物の賃貸 

㈱スズキ自販近畿 
大阪市 
浪速区 50 四輪車 100.0 

・当社の製品部品の販売
・土地、建物の賃貸 

㈱スズキ二輪 
浜松市 
南区 50 二輪車 100.0 

・当社の製品部品の販売
・土地、建物の賃貸 

スズキ精密工業㈱ 
浜松市 
北区 50 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 
・当社の部品の製造
・建物の賃貸 

㈱スズキ部品浜松 
静岡県 
磐田市 50 

二輪車
四輪車 
特機等 

99.9 
・当社の部品の製造
・土地、建物の賃貸 

㈱スニック 
静岡県 
磐田市 50 

二輪車
四輪車 60.0 

・当社の部品の製造
・土地、建物の賃貸 

スズキ輸送梱包㈱ 
浜松市 
南区 20 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 
・当社の製品の輸送、梱包
・土地、建物の賃貸 

㈱スズキビジネス 
浜松市 
西区 99 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 

・土地家屋仲介、保険代理
業、人材派遣、油脂類の
販売、当社の製品部品の
販売 

・役員の兼任 １名 
・土地、建物の賃貸 

スズキファイナンス㈱ 
浜松市 
南区 99 金融 95.9 

・当社の製品の販売に関わ
る金融業務 

・資金援助あり 
・役員の兼任 ２名 
・土地、建物の賃貸 

  その他国内連結子会社 60社  

    国内連結子会社計 70社  
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名称 住所 
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容 

議決権の 
所有割合 
(％)

関係内容

Suzuki International Europe 
G.m.b.H. 

ドイツ 
ベンスハイム市 

千ユーロ 

50,000 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 ・当社の製品部品の販売

Suzuki Motor Espana,S.A. 
スペイン 
ヒホン市 

千ユーロ 

20,857 
二輪車 100.0 ・当社の製品の製造、販売

Suzuki Motor Iberica,S.A. 
スペイン 
レガネス市 

千ユーロ 

21,500 
四輪車 100.0 

・当社の製品部品の販売
・役員の兼任 １名 

Suzuki Italia S.P.A. 
イタリア 
トリノ市 

千ユーロ 

10,811 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 
・当社の製品の製造、販売
・役員の兼任 １名 

Suzuki France S.A.S. 
フランス 
トラップ市 

千ユーロ 

20,000 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 ・当社の製品部品の販売

Magyar Suzuki Corporation Ltd.
※ 

ハンガリー 
エステルゴム市 

千ユーロ 

302,871 
四輪車 97.5 

・当社の製品の製造、販売
・役員の兼任 １名 

Suzuki GB PLC 
英国 
バッキンガム州 
ミルトンキーンズ市 

千スターリング 
ポンド 

12,000 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 
・当社の製品部品の販売
・役員の兼任 １名 

American Suzuki Motor Corp. 
米国 
カリフォルニア州 
ブレア市 

千U.S.ドル 

64,700 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 ・当社の製品部品の販売

Suzuki Canada Inc. 
カナダ 
オンタリオ州 
リッチモンドヒル市 

千カナダドル 

9,400 

二輪車
四輪車 
特機等 

100.0 ・当社の製品部品の販売

Maruti Suzuki India Ltd. 
※ 

インド 
ニューデリー市 

千インドルピー 

1,444,550 
四輪車 54.2 

・当社の製品の製造、販売
・役員の兼任 ２名 

Suzuki Powertrain India Ltd. 
※ 

インド 
ニューデリー市 

千インドルピー 

7,760,000 
四輪車 100.0 

(30.0) 
・当社の部品の製造
・役員の兼任 ２名 

PT Suzuki Indomobil Motor 
インドネシア 
ジャカルタ市 

千U.S.ドル 

45,000 

二輪車
四輪車 
特機等 

90.0 
・当社の製品の製造、販売
・役員の兼任 １名 

Pak Suzuki Motor Co.,Ltd. 
パキスタン 
カラチ市 

千パキスタン 
ルピー 

822,998 

二輪車
四輪車 73.1 ・当社の製品の製造、販売

Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. 
タイ 
パトゥムタニ県 
ランシット地区 

千バーツ 

270,910 
二輪車
特機等 52.1 

・当社の製品の製造、販売
・役員の兼任 ３名 

Suzuki Australia Pty.Ltd. 
オーストラリア 
ラヴァトーンノース市 

千オーストラリア
ドル 

22,400 

二輪車
四輪車 100.0 ・当社の製品部品の販売

  その他在外連結子会社 53社  

    在外連結子会社計 68社  

     連結子会社合計 138社  
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(持分法適用関連会社) 

  

 
  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２ ※ 特定子会社に該当します。なお、「その他在外連結子会社」に含まれる会社のうちSuzuki Finance 

Europe B.V.が特定子会社に該当します。 

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

４ 「議決権の所有割合（％）」欄の( )内には、間接所有割合を内数で記載しています。 

５ Maruti Suzuki India Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占め

る割合が10％を超えています。主要な損益情報等は次のとおりです。なお、Maruti Suzuki India Ltd.の数

値は連結決算数値です。 

（1）売上高           583,125百万円  

（2）税引前当期純利益        72,971百万円 

（3）当期純利益             52,231百万円 

（4）純資産額              255,834百万円 

（5）総資産額              350,904百万円 

  

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

浜名部品工業㈱ 
静岡県 
湖西市 

百万円 

198 

二輪車
四輪車 
特機等 

35.7 
・当社の部品の製造
・機械装置の賃貸 

重慶長安鈴木汽車有限公司 
中国 
重慶市 

千U.S.ドル 

190,000 
四輪車 35.0 

(10.0) 
・当社の製品の製造、販売

江西昌河鈴木汽車有限責任公司 
中国 
江西省 景徳鎮市 

千U.S.ドル 

311,800 
四輪車 46.0 

(20.9) 
・当社の製品の製造、販売

済南軽騎鈴木摩托車有限公司 
中国 
山東省 済南市 

千U.S.ドル 

24,000 
二輪車 50.0 ・当社の製品の製造、販売

  その他持分法適用関連会社 31社  

    持分法適用関連会社計 35社  
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(1) 連結会社の状況 

平成22年3月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（休職者及び当社グループからグループ外部への出向者を除く）であり、臨時従業員

数（期間社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマー他）は、年間の平均雇用人員を（ ）内に外数で

記載しています。 

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものです。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年3月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（休職者及び当社からの出向者を除く）であり、臨時従業員数（期間社員、人材会社

からの派遣社員、パートタイマー他）は、年間の平均雇用人員を（ ）内に外数で記載しています。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

  

(3) 労働組合の状況 

特記すべき事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

二輪車 8,571（ 2,838） 

四輪車 41,263（ 4,896） 

特機等 1,092（   344） 

金融 52（     8） 

全社（共通） 525（    29） 

合計 51,503（ 8,115） 

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

14,504（170） 35歳 ６ヶ月 13年 ４ヶ月 5,134,309 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 業績 

当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、アジアを中心とした経済回復や各国政府によ

る景気対策等の影響により、世界経済は緩やかな回復を見せているものの、本格的な回復には至らず、

欧米では高い失業率が続くなど、引続き厳しい状況にあります。国内においては、海外経済の回復や景

気対策の効果に支えられ、輸出や生産が回復傾向にある等景気は持ち直しているものの、デフレ懸念と

依然として失業率が高水準にあるなど、厳しい経済環境が続いております。 

このような状況下、当連結会計年度は、国内外での販売数量減、及び円高による為替変動の影響等に

より、連結売上高は2期連続の大幅減となり、2兆4,691億円（前年同期比82.2％）となりました。連結

利益の面では、売上減少や為替影響による減益を、「内なるコストダウン」活動を中心とした諸経費の

削減やアジア四輪の好調などにより吸収し、営業利益は794億円（前年同期比103.2％）、経常利益は

938億円（前年同期比117.8％）、当期純利益は289億円（前年同期比105.4％）と前連結会計年度を上回

りました。 

一方、当社単独の売上高も1兆2,866億円（前年同期比76.3％）と減少しましたが、利益面では、売上

減少や為替影響による減益を、あらゆる経費の徹底した削減等により吸収し、営業利益は120億円（前

年同期比105.1％）、経常利益は121億円（前年同期比292.1％）、当期純利益は71億円（前年同期比

215.6％）と前連結会計年度を上回りました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

① 二輪車 

世界経済の悪化に伴い、国内外での販売が減少するとともに、円高による為替変動の影響等もあ

り、二輪車事業の売上高は2,629億円（前年同期比57.9％）となりました。利益面でも、売上減少や

為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収できず、211億円の営業損失となりました。 

② 四輪車 

国内では、「スイフト」、「ＭＲワゴン」、「パレット」等の燃費改善車の発売、全機種を環境対

応車普及促進税制に対応させた新型「アルト」の発売など商品力の強化を図り拡販に努めたこと、並

びに政府対策の実施などにより国内売上高は前連結会計年度を上回りました。一方、海外では、「Ａ

－ｓｔａｒ」、「Ｒｉｔｚ（日本名スプラッシュ）」など新型車が好調なインドでの売上高は増加し

ましたが、円高による為替変動の影響等もあり、海外売上高は前連結会計年度を下回りました。その

結果、四輪車事業の売上高は2兆1,840億円（前年同期比86.5％）となりました。営業利益について

は、売上減少、為替影響による減益を、原価低減、諸経費の減などで吸収し、906億円（前年同期比

131.2％）と増加しました。 

１ 【業績等の概要】
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③ 特機等 

特機等事業の売上高は、世界的な船外機の需要減少などにより、454億円（前年同期比68.1％）と

なり、営業利益についても、53億円（前年同期比57.5％）と減少しました。 

④ 金融 

金融事業の売上高は796億円（前年同期比101.1％）、営業利益は38億円（前年同期比95.5％）とな

りました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

  

① 日本 

売上高は、国内販売・輸出の減少により、1兆4,885億円（前年同期比81.6％）となりました。営業

利益は、売上減少や為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収し、341億円（前年同期比

118.6%）と増加しました。 

② 欧州 

景気後退による販売減、及び円高による為替変動の影響等により、売上高は4,235億円（前年同期

比68.5％）と減少しましたが、営業利益は諸経費の減などにより、46億円と前連結会計年度に比べ15

億円増加しました。 

③ 北米 

金融危機に端を発する景気悪化、信用収縮による販売減少により、売上高は1,289億円（前年同期

比57.1％）となりました。利益面については、116億円の営業損失となりましたが、諸経費の減など

により、前連結会計年度に比べ営業損失は125億円減少しました。 

④ アジア 

アセアンでの販売減、円高による為替変動の影響等による売上減少を、インドのマルチ スズキ社

での四輪車の販売増加により吸収し、売上高は、7,806億円（前年同期比103.7％）となりました。営

業利益については、マルチ スズキ社の増益などにより、562億円（前年同期比159.0％）と増加しま

した。 

⑤ その他の地域 

売上高は、大洋州や中南米での減少により、674億円（前年同期比75.1％）となり、 営業利益につ

いても、売上減少や為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収できず、12億円（前年同期比

70.0％）と減少しました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,264億円（前連結会計年度は342億円の資金

増加）の増加となり、投資活動では有形固定資産の取得や投資など2,823億円（前連結会計年度は2,629

億円の資金減少）の資金を使用しました結果、フリー・キャッシュ・フローは441億円（前連結会計年

度は2,287億円の資金減少）のプラスとなりました。財務活動では、自己株式の処分による資金増加の

一方、借入金の返済をした結果、1,034億円（前連結会計年度は2,329億円の資金増加）の資金が増加し

ました。 

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は5,835億円となり、前連結会計年度末に比

べ1,557億円増加しました。 
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(1) 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは主に見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 金額は外部顧客に対する売上高を示しています。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 生産高 前年同期比（％）

二輪車 1,083,702台 72.0 

四輪車 2,282,572台 98.5 

特機等 45,784百万円 71.7 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

二輪車 262,910 57.9 

四輪車 2,129,276 86.8 

特機等 45,314 68.0 

金融 31,562 104.0 

合計 2,469,063 82.2 
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当社グループは、成長戦略を進める中で、基本方針として“生き残るために、我流をすてて、基本に忠

実に行動しよう”を掲げ、あらゆる分野での見直しを行い、経営体質の強化に努めてまいりました。 

しかしながら、世界的な金融危機の影響により、自動車販売は一部の地域を除き世界各地で落込み、当

連結会計年度の当社グループの売上高は、ピークの平成20年3月期に対し30%減少するなど厳しい状況が続

いています。 

当社グループは、この危機を乗り越えるために、「知恵を出し、難局を乗り切ろう」、「売上高30%減

の現実を直視し、全てをやり直そう！」をスローガンに、全社一丸となって取組んでまいります。 

具体的な取組みとしては、売上高が大幅に減少する現実を直視し、「１部品１ｇ軽減・１円コスト低減

活動」などによる原価低減、「内なるコストダウン活動」による固定費の圧縮、更には組織・体制の見直

しを図ることで、売上高が減少しても利益の出る体制作りを進めてまいります。 
  
次に主要事業である二輪車事業、四輪車事業の対処すべき課題ですが、二輪車におきましては、市場ニ

ーズにあった商品の投入、販売力の強化、品質・生産性の向上など推進してまいります。特に、今後の更

なる成長が望めるアジア地域を中心とした小型二輪車事業を強化してまいります。 

四輪車におきましては、国内・海外ともに市場に密着した商品作りと営業活動を進めてまいります。国

内では、全国のスズキのお店で販売力とアフターサービス活動を強化し、お客様の満足度向上を推進して

おります。そして１人でも多くのお客様から愛されるお店作りを進め、販売増に結びつけてまいります。

一方、海外においては、“Way of life !”をスローガンとしたスズキブランドイメージの向上に努

め、販売力の強化を図るとともに、部品の現地調達、コストダウン活動や一層の品質・生産性向上などを

推進してまいります。なお、採算が悪化している北米事業につきましては、販売体制の見直しなどによ

り、建て直しを図ってまいります。 
  
また、研究開発では、地球環境保護のために、排出ガス低減、燃費向上、省資源化、リサイクル化など

環境に配慮した商品開発がますます重要になってきています。 

限られた研究開発資源の中で、パワートレインの統廃合、部品の共通化等を進め、環境技術への傾斜配

分を実施してまいります。 

さらに、当社グループの強みである小型車の商品開発力を中核に、各社との提携を活かし、ディーゼル

エンジン車、ハイブリッド車、電気自動車など更なる低燃費・低公害化技術の開発に取組んでまいりま

す。 
  
なお、当社とフォルクスワーゲンＡＧ（ＶＷ）は、昨年12月9日、包括的な提携関係を構築することで

合意しました。 

大きな変革が求められる世界の自動車産業において、両社は、商品ラインアップ及び生産・販売地域に

おいて相互に補完しあい、更に世界的にニーズが高まる環境技術へ共同で対応することにより、それぞれ

の特長を活かすことができる最適のパートナーであるという考えが一致し、このたび包括的提携の合意に

至りました。 

グローバル化と多様化が同時並行で進む世界の自動車市場において、両社はお互いの経営の自主性を尊

重しながら協力関係を構築し、更なる成長が見込まれるエマージングマーケットへの対応や、環境性能に

優れた小型車の開発・供給などを中心に、提携の相乗効果を目指してまいります。 

両社の協力関係を円滑に発展させるため、ＶＷは当社株式の発行済株式総数の19.9％を取得し、当社

も、ＶＷが当社株式の取得に投じた金額の2分の1を限度としてＶＷ株式を取得する予定（注）です。 

３ 【対処すべき課題】
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当社グループは、「小さなクルマ 大きな未来」をスローガンに、お客様の求める「小さなクルマづく

り」、「地球環境にやさしい製品づくり」に邁進するとともに、生産をはじめ組織・設備・部品・環境な

どあらゆる面で「小さく・少なく・軽く・短く・美しく」を徹底し、ムダのない効率的な健全経営に取り

組んでまいります。 

また、役員及び従業員は、法令、社会規範、社内規則等を遵守し、公正かつ誠実に行動してまいりま

す。 

  

（注）本年3月末時点において、当社が保有するＶＷ株式は、普通株式2,000,000株です。 
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当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年６月29日)現在において当社

グループが判断したものです。 

  

(1) 市場に関するリスク 

・経済情勢の変化、市場の需要変動 

長期間の景気低迷、世界経済の悪化や金融危機、消費者の購買意欲低下は、二輪車、四輪車及び船外

機などの当社グループ製品の需要の大幅な低下につながり、当社グループの業績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。 

当社グループは、世界各国において事業を展開しており、特に、アジア地域の発展途上国を中心とし

た海外生産工場への依存度も年々高まってきています。これらの市場での経済情勢の急変などの不測の

事態は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。さらに、各国の税制の予期せぬ変更や

新たな適用が、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性もあります。 

  

・他社との競争激化 

当社グループは、事業を展開する世界各国の市場において他社との競争にさらされています。世界の

四輪車・二輪車産業の国際化が今後ますます進展することによって、競争はより一層激化する可能性が

あります。他社との競争は、製品の品質、安全性、価格、環境性能等のほか、製品の開発・生産体制の

効率性や販売・サービス体制の整備、販売金融など様々な項目が挙げられます。 

当社グループは、競争力の維持・向上のための施策に取り組んでまいりますが、将来において優位に

競争することができないリスクがあります。 

  

(2) 事業に関するリスク 

・新商品の開発・投入力 

お客様のニーズを的確に捉え、お客様に満足して頂ける魅力的な新商品を適時に開発して市場に投入

することは、四輪車・二輪車メーカーにとって大変重要です。国内外における景気の低迷による需要の

減少や環境性能への関心の高まり等、急激に変化するお客様のニーズを捉えることが従来にも増して重

要になっています。 

また、新商品の投入は、お客様のニーズを的確に捉えることだけでなく、具体的な商品の開発力、さ

らには継続的に商品を生産する能力が必要になります。 

しかしながら、当社グループがお客様のニーズを的確に捉えることができても、技術力・部品の調

達・生産能力その他の要因により、お客様のニーズに対応する新商品を適時に開発することができない

可能性があります。当社グループがお客様のニーズに対応する商品を適時に市場に投入することができ

ない場合、販売シェアや売上の低下につながり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

  

４ 【事業等のリスク】
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・製品価格・仕入価格の変動、特定の仕入先への依存 

特定の部品・原材料の供給不足・値上がり、不安定な経済状況、輸入規制の改正、価格競争の激化な

ど様々な要因により、当社グループの製品価格・仕入価格の急激な変動が引き起こされる場合がありま

す。このような急激な価格変動が長引かない、あるいは、これまでこのような変動がなかった市場で発

生しないという保証はありません。当社グループが事業展開しているどの市場においても、急激な製品

価格・仕入価格の変動は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、技術力、品質、価格競争力などの要素により、調達が特定の仕入先に偏っている部品がありま

す。これらの部品について、仕入先の予期せぬ事故等により、部品を継続的・安定的に確保できない場

合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

・世界各国での事業展開 

当社グループは、世界各国において事業を展開しており、また、いくつかの国においては、その国の

法律上又はその他の要件に従い、現地企業との間で合弁による事業を行っています。これらの事業は、

各国の様々な法律上その他の規制（課税、関税、海外投資及び資金の本国送金に関するものを含みま

す。）を受けています。これらの規制、又は合弁相手の経営方針、経営環境などに変化があった場合

は、当社グループの業績及び財政状態に対して悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

・為替及び金利の変動 

当社は、日本から世界各国へ二輪車、四輪車、船外機並びにそれらの部品などを輸出しています。ま

た、海外の生産拠点からも、それらの製品や部品を複数の国々へ輸出しています。為替レートの変動

は、当社グループの経営成績及び財政状態、また、競争力にも影響し、当社グループの業績及び財政状

態に影響します。 

さらに、為替変動は、外貨建で当社が販売する製品の価格設定及び購入する原材料の価格に影響しま

す。当連結会計年度の連結売上高に占める海外売上高の割合は約3分の2にのぼり、外貨建取引もかなり

の部分を占めています。当社は、為替変動及び金利変動リスクの軽減を図るため、為替予約等のヘッジ

を行っていますが、全てのリスクをヘッジすることは不可能であり、円が他の通貨に対して円高になる

と、当社グループの業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があり、逆に円安に変動した場合は機会

損失の可能性があります。 

  

・政府規制等 

排気ガス排出レベル、燃費、騒音、安全性及び製造工場からの汚染物質排出レベルに関して、二輪

車、四輪車及び船外機業界は、様々な法規制の適用を受けています。これらの規制は改正される可能性

があり、多くの場合強化されます。これらの規制を遵守するための費用は、当社グループの業績に対し

て大きな影響を与える可能性があります。 

また、多くの政府は、関税の賦課や、価格管理規制及び為替管理規制を定めています。当社グループ

は、これらの規制を遵守するために費用を負担してきており、今後も負担することになると予想してい

ます。新たな法律の制定又は既存の法律の変更によっても、当社グループが更なる費用を負担する可能

性があります。さらに、各国の税制や景気対策等の予期せぬ変更や新たな適用が、当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。 
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・品質保証 

当社グループは、製品の安全を最優先の課題とし、開発から販売までの品質保証体制の整備に努めて

います。製造物にかかわる賠償責任については、保険に加入していますが、保険でカバーされないリス

クもあり、また、顧客の安全のため大規模なリコールを実施し、多額の費用が発生した場合、当社グル

ープの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

・他社との提携 

当社グループは、研究開発、生産、販売、金融等、国内外の自動車メーカーをはじめ、他社と様々な

提携活動を行っていますが、提携先固有の事情等、当社グループの管理できない要因により、当社グル

ープの業績及び財政状態に対して悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

・法的手続 

当社グループは、事業活動を行っていく中で訴訟その他の法的手続の当事者となる可能性がありま

す。それらの法的手続において当社グループにとって不利な判断がなされた場合、当社グループの業績

及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

・災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響 

当社グループの日本での主要生産拠点は東海地区を中心に点在し、生産活動を行っています。また、

当社の本社をはじめとするその他の施設も主に東海地区に集中しています。万一、東海地震や東南海地

震などの発生があると業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。このような災害による被害の影響

を最小限に抑えるべく、建物・設備等の耐震対策、防火対策、業務復旧計画の策定、地震保険への加入

等、様々な予防策を講じております。 

海外においても、当社グループは世界各国において事業を展開しており、海外での事業展開に関連す

る様々なリスクにさらされています。これらのリスクには政治的・社会的な不安定性や困難、自然災

害、疾病、戦争、テロ、ストライキ等があります。これらの予期せぬ事象が発生すると、原材料や部品

の購入、生産、製品の販売及び物流やサービスの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。こ

れらの遅延や停止が起こり、長引くようであれば、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

  

なお、上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループの全てのリスクではあ

りません。 
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１ 昭和56年８月12日、米国の General Motors Corp. と小型四輪車の分野における相互補完を目的とし

た資本並びに業務提携契約を締結しました。 

  なお、平成21年12月２日、ＧＭグループ（新生ＧＭ）との間で、戦略的協力と相互支援に関する契約

を終了する確認をしました。新生ＧＭとは、現在進行中の個別プロジェクトを個々の契約に則って進

めていく関係となります。 

２ 昭和61年８月26日、カナダの General Motors of Canada Ltd. とカナダにおける四輪車生産のため

の現地法人設立についての合意書に調印し、同年10月１日に CAMI Automotive Inc. を設立しまし

た。 

   なお、平成21年12月４日、カナダのGeneral Motors of Canada Ltd.との間で、同社との合弁製造会

社である CAMI Automotive Inc.の当社保有株式全数を売却する契約を締結、同年12月に売却完了し

合弁を解消しました。 

３  昭和63年５月12日、マツダ㈱と軽自動車のＯＥＭ供給についての基本確認書を締結しました。 

４ 平成２年１月12日、㈱伊藤忠商事、ハンガリーの Autokonszern RT. 及び International  

Finance Corp. との間において、ハンガリーにおける四輪車生産のための現地法人設立についての基

本合意書に調印し、平成３年４月24日に Magyar Suzuki Corporation Ltd. を設立しました。 

なお、平成７年11月13日に Autokonszern RT. は解散し、平成９年６月に International  

Finance Corp. は合弁から離脱しました。 

５ 平成12年９月29日、富士重工業㈱と業務提携に関する覚書を締結しました。 

６ 平成13年４月２日、日産自動車㈱と軽乗用車のＯＥＭ供給についての基本合意書を締結しました。 

７ 平成14年５月15日、インド政府と Maruti Udyog Ltd.（現 Maruti Suzuki India Ltd.） の株主割当

増資とインド政府保有株式の市場公開について修正合弁契約書を締結しました。 

８ 平成14年11月15日、インドネシアのPT Indomobil Sukses International TBK との間において 

PT Indomobil Suzuki International（現 PT Suzuki Indomobil Motor） の株式買取りについて株式

売買契約を締結しました。 

９ 平成21年12月９日、ドイツの Volkswagen Aktiengesellschaft との間において、資本提携及び業務

提携についての包括契約を締結しました。 

  

  

５ 【経営上の重要な契約等】
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当社グループの研究開発活動は主に当社が行っており、環境対応技術などの技術革新の進展とますます

多様化するユーザーニーズに対応し独創的で競争力のある商品を提供するため、既存分野にとらわれず幅

広い技術開発に積極的に取り組んでおります。 

また、当社の技術部門は、フォルクスワーゲンＡＧとの提携により、燃費向上技術を始めとした環境技

術分野での開発協力プロジェクトを推進しています。 

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は1,088億円であり、事業の種類別セグメントごと

の活動状況は、以下のとおりです。 

  

(1) 二輪車 

新商品機種・要素技術の開発を始め、将来の環境保全に対応する有力な候補である燃料電池二輪車や

低燃費次世代エンジンの三次元カム式エンジン、各種エンジン・シリンダーへの高速めっき適用拡大、

エンジン燃焼解析等の新技術について研究開発を行っております。当連結会計年度における研究開発費

の金額は164億円であり、主な成果は以下のとおりです。 

国内向けに、新型スポーツバイク「グラディウス４００ ＡＢＳ」、大型スクーター「スカイウェイ

ブ４００タイプＳ ＡＢＳ」と「スカイウェイブ４００リミテッド ＡＢＳ」、モトクロッサー「ＲＭ－

Ｚ２５０」と「ＲＭ－Ｚ４５０」の2010年モデルを開発しました。 

「グラディウス４００ ＡＢＳ」は、「エレガント＆スポーティー」をコンセプトとしたＶツインエ

ンジン搭載のスポーツネイキッドバイクで、車輪のロックを抑止する電子制御式ＡＢＳを標準装備しま

した。「スカイウェイブ４００タイプＳ ＡＢＳ」と「スカイウェイブ４００リミテッド ＡＢＳ」は、

電子制御式ＡＢＳを標準装備しました。「ＲＭ－Ｚ２５０」は、新採用のフューエルインジェクション

システム（燃料噴射装置）により低中高速域での力強い加速を発揮するとともに、始動性を高めまし

た。「ＲＭ－Ｚ４５０」は、エンジンや車体など各部の熟成を図り、より高い走行性能を実現しまし

た。 

海外向けに「ＧＳＸ１２５０Ｆ」、「ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ Ｍ５０（欧州でのモデル名はＩＮＴＲＵ

ＤＥＲ Ｍ８００）」、「ＲＭＸ４５０Ｚ」を開発しました。 

平成21年に開催の第41回東京モーターショーにおいて、燃料電池スクーター「ＢＵＲＧＭＡＮ ＦＵ

ＥＬ ＣＥＬＬ ＳＣＯＯＴＥＲ」を参考出品しました。空冷式の燃料電池システムを採用することで、

軽量コンパクトでシンプルな構造としました。二輪車では初めて700気圧の高圧水素タンクを使用し、

実用的な航続距離を実現しました。 

  

(2) 四輪車 

新商品機種・要素技術の開発を始め、環境に関する技術では、ハイブリッドシステムや電気自動車、

プラグインハイブリッドシステム、エンジンのダウンサイズ化・可変動弁・代替燃料システム・燃焼解

析、燃料電池車の開発を進めております。また、安全に関する技術では、ＩＴＳ※１／ＡＳＶ※２や、衝

突安全性向上と軽量化を両立したレーザー溶接技術の開発を進めております。当連結会計年度における

研究開発費の金額は904億円であり、主な成果は以下のとおりです。 

軽乗用車の新型「アルト」を開発、「パレット」を改良しました。また、普通乗用車の新型セダン

「キザシ」を開発しました。 

６ 【研究開発活動】

― 21 ―



「アルト」は、「省資源・低燃費で気軽に使え、世代を超えて愛される軽自動車」をコンセプトとし

て開発しました。車体の軽量化や副変速機構付CVTの採用などにより、２ＷＤ・ＣＶＴ車で24.5km／L※

３を達成。全てのグレードの２ＷＤ・４ＷＤ車を環境対応車普及促進税制（エコカー減税）に適合させ

ました。「パレット」の一部改良では、発進時の加速性向上と低燃費の両立を図るため、市販車では世

界初※４となる副変速機構付ＣＶＴを搭載し、環境対応車普及促進税制に適合しました。「キザシ」

は、スポーティーで力強いスタイリングや、丹念な作り込みによる上質なインテリア、快適な装備に加

え、感性に応える爽快な走りを追求したセダンです。欧州・北米で走行テストを重ね、スポーティーな

ハンドリングと快適な乗り心地の両立を目指し開発を進めてきました。最高出力138kW（188PS）、最大

トルク230N・m（23.5kg・m）のＪ２４Ｂ型エンジンを搭載。可変吸気システムやデュアルマフラー等に

より優れた吸排気効率を実現しました。また、ドライバーの意図でシフト操作できるマニュアルモード

付きＣＶＴを採用しました。４ＷＤ車には電子制御４ＷＤシステム“ｉ－ＡＷＤ”を搭載し、スムーズ

な発進加速や旋回性能を実現。さらに各種のセンサーから車両運動の状態を判定し“ｉ－ＡＷＤ”と電

動パワーステアリングを総合的に制御する、車両運動協調制御システムを搭載することでクルマの挙動

を安定させ、姿勢の変化を抑制します。 

平成21年に開催の第41回東京モーターショーにおいて、「スイフト プラグインハイブリッド」を参

考出品しました。「スイフト プラグインハイブリッド」は、日常の必要最小限の距離を電気自動車と

して走ることを基本コンセプトとし、駆動用モーターとバッテリー、及び発電用のエンジンを搭載した

生活密着型のシリーズ式ハイブリッド車です。 

「ワゴンＲ」は、自動車の安全性能を比較評価する平成20年度自動車アセスメント（ＪＮＣＡＰ※

５）において、対象となる新型軽自動車での乗員保護性能試験で最高評価（運転席５☆、助手席６☆）

を獲得しました。 

「ワゴンＲ」、「ワゴンＲスティングレー」のワゴンＲシリーズが、（財）日本産業デザイン振興会

による「2009年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」を受賞しました。 

  

(3) 特機等 

マリン関係製品・電動車両・産業機器・住宅の新商品機種・要素技術の開発を始め、マリン関係の環

境に対応した各種防錆技術、ダイレクトメタノール型燃料電池を搭載した燃料電池セニアカーの開発等

を行っております。当連結会計年度における研究開発費の金額は20億円であり、主な成果は以下のとお

りです。 

新型船外機「ＤＦ６０」を開発しました。「ＤＦ６０」は、新開発エンジンを搭載し、４ストローク

船外機ではクラス最軽量を実現しました。また、リーンバーンの採用等により旧型ＤＦ６０に対し10％

以上の燃費向上を達成しました。環境対応面では、米国カリフォルニア州大気資源局（ＣＡＲＢ）の排

出ガス規制値、米国環境庁（ＥＰＡ）の排出ガス規制値、欧州連合（ＥＵ）の排出ガス規制値、ならび

に日本舟艇工業会のマリンエンジン排出ガス自主規制値をクリアしています。 

  

※１ Intelligent Transport Systems（高度道路交通システム） 

※２ Advanced Safety Vehicle（先進安全自動車） 

※３ 燃料消費率10・15モード走行（国土交通省審査値） 

※４ 平成21年９月現在、当社調べ 

※５ Japan New Car Assessment Program 
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当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は原則とし

て連結財務諸表に基づいて分析した内容です。 

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年６月29日)現在において当社グルー

プが判断したものです。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して作成しています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の

報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実

績等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの

見積りと異なる場合があります。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連

結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えています。 

  

① 貸倒引当金の計上基準 

当社グループは売上債権等の貸倒損失に備えて回収不能となる見積額を貸倒引当金として計上して

います。将来、顧客の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損

失が発生する可能性があります。 

  

② 製品保証引当金の計上基準 

当社グループは販売した製品のアフターサービスに対する費用の見積額を製品保証引当金として計

上しています。このアフターサービス費用は、製品不良の発生率や修理コストに影響されますが、こ

の見積りは原則として保証書の約款に従い過去の実績に基づいています。従って、製品不良の発生率

や修理コストが見積りと異なる場合、製品保証引当金の修正が必要となる可能性があります。 

  

③ 製造物賠償責任引当金の計上基準 

北米向け輸出製品に対して、「製造物賠償責任保険」(ＰＬ保険)で補填されない損害賠償金の支払

に備えるため、過去の実績を基礎に会社負担見込額を計上しています。従って、今後の訴訟の発生状

況により、製造物賠償責任引当金の見積額の修正が必要となる可能性があります。 

  

④ 投資有価証券の評価 

当社グループは、価格変動性の高い公開会社の株式と、株価の決定が困難な非公開会社の株式を保

有しておりますが、投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、合理的な基準に基づいて評価

損を計上しております。なお、将来株式市場の悪化や投資先の業績不振などにより、多額の有価証券

評価損を計上する可能性があります。 

  

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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⑤ 固定資産の減損処理 

当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、減損の測定に際し、将来キャ

ッシュ・フロー及び割引率を合理的に見積っています。なお、将来、資産グループに使用されている

事業に関連して、経営環境に著しい変化が生じ、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りに修正

が必要となる場合には、多額の減損損失を計上する可能性があります。 

  

⑥ 繰延税金資産の回収可能性の評価 

当社グループは繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して、将来の課税所得を合理的に見積っ

ています。しかし、繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積

額が減少した場合は繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。 

  

⑦ 退職給付費用 

当社グループの退職給付費用、退職給付債務は、数理計算上設定される前提条件に基づき計算され

ており、これらの前提条件には、割引率、期待運用収益率、再評価率、昇給率、退職率、死亡率など

があります。このうち、割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しており、ま

た、期待運用収益率は、各年金制度の年金資産運用方針等に基づき決定しています。 

長期債券の利回りの低下は、割引率の低下をもたらし、退職給付費用の計算に悪影響を及ぼします

が、当社が採用しているキャッシュバランス型の年金制度においては、基礎率の一つである再評価率

が割引率の低下による悪影響を減殺する効果があります。 

また、年金資産の運用利回りが、期待運用収益率を下回る場合には、退職給付費用の計算に悪影響

を及ぼしますが、安定運用を心掛けている当社の企業年金及び当社グループの企業年金基金において

は、その影響は軽微と考えられます。 

  

(2) 財政状態の分析 

当連結会計年度末の財政状態は、総資産は2兆3,813億円（前期末比2,235億円増）、また、負債の部

は1兆2,916億円（前期末比1,234億円減）、純資産の部は1兆898億円（前期末比3,468億円増）となりま

した。 

 当第４四半期連結会計期間において、フォルクスワーゲンＡＧに対する第三者割当自己株式の処分

2,225億円や転換社債の新株式への転換292億円による純資産の増加、短期借入金・長期借入金の減少

1,210億円や転換社債の減少による負債の減少などにより、自己資本比率は当第３四半期連結会計期間

末の31.3%から当期末は40.0%へ改善しました。 

  

(3) 経営成績の分析 

当社グループの経営成績は、当連結会計年度において連結売上高は、２期連続の大幅減となり2兆

4,691億円(前年同期比82.2％)、連結利益の面では、営業利益は794億円(前年同期比103.2％)、経常利

益は938億円(前年同期比117.8％)、当期純利益は289億円(前年同期比105.4％)となりました。これは、

売上減少や為替影響による減益を、「内なるコストダウン」活動を中心とした諸経費の削減やアジア四

輪の好調などにより吸収したことによるものです。 
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① 売上高の分析 

当連結会計年度の連結売上高は2兆4,691億円ですが、これを事業の種類別セグメントごとに分析す

ると、金融事業においては増収となっておりますが「二輪車」「四輪車」「特機等」の事業において

減収となっております。 

「二輪車」では、世界経済の悪化に伴い、国内外での販売が減少するとともに、円高による為替変

動の影響等もあり、二輪車事業の売上高は2,629億円（前年同期比57.9％）となりました。 

「四輪車」では、国内では、「スイフト」、「ＭＲワゴン」、「パレット」等の燃費改善車の発

売、全機種を環境対応車普及促進税制に対応させた新型「アルト」の発売など商品力の強化をはかり

拡販に努めたこと、並びに政府対策の実施などにより国内売上高は前期を上回りました。一方、海外

では、「Ａ-ｓｔａｒ」、「Ｒｉｔｚ（日本名スプラッシュ）」など新型車が好調なインドでの売上

高は増加しましたが、円高による為替変動の影響等もあり、海外売上高は前期を下回りました。その

結果、四輪車事業の売上高は2兆1,840億円（前年同期比86.5％）となりました。 

「特機等」では、世界的な船外機の需要減少などにより、特機等事業の売上高は454億円（前年同

期比68.1％）となりました。 

当連結会計年度の金融事業の売上高は796億円（前年同期比101.1％）となりました。 

  

② 販売費及び一般管理費の分析 

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は5,079億円で、前連結会計年度に比べ1,041億円減少しま

した。売上高の減少に伴い、販売促進費、広告宣伝費等の販売費が減少したことなどによります。 

  

③ 営業外損益の分析 

当連結会計年度の営業外損益は、金融収支などにより、差引145億円の利益となりました。前連結

会計年度との比較は、有価証券評価損の減少等により、117億円増益となりました。 

  

④ 特別損益の分析 

当連結会計年度の特別損益は、投資有価証券売却損などにより差引13億円の損失となったのに対

し、前連結会計年度の特別損益は、固定資産売却益などから差引4億円の利益であったため、当連結

会計年度は前連結会計年度に比べ18億円の減益となりました。 

  

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より2,921億円増加し、3,264億円の収入と

なりました。これは、前連結会計年度においては大幅な減産による買掛金の減少がありましたが、当

連結会計年度においては微増となったこと、及び法人税等の支払が減少したことなどによります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より194億円支出が増加し、2,823億円の支

出となりました。これは、有価証券の取得による支出が増加したことなどによります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の処分による資金増加の一方、借入金の返済をし

た結果、前連結会計年度より1,294億円収入が減少し、1,034億円の収入となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は5,835億円となり、前連結会計年

度に比べ1,557億円増加しました。 
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② 資金需要 

当連結会計年度は、新機種投資、研究開発投資等、主要関連会社を含む総額で1,313億円（内、主

要関連会社は110億円）の設備投資を行いました。資金調達においては、設備資金決済が集中した期

初に、長期借入れ500億円を実施しました。また、2010年１月にフォルクスワーゲンＡＧへの自己株

式処分により2,225億円の資金を調達、内1,000億円を短期借入金の返済に充当しました。 

なお、当連結会計年度後１年間の設備投資計画は主要関連会社を含む総額で1,700億円（内、主要

関連会社は100億円）ですが、その所要資金については、主に自己資金他で充当する予定です。 
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第３ 【設備の状況】 

当連結会計年度の設備投資の総額（主要な持分法適用会社を含む）は1,312億7千9百万円で、新機種投

資、研究開発投資等を行いました。 

  

事業の種類別セグメントごとの内訳は、次のとおりです。 

  

 
(注) １ 設備投資額は、当社、子会社及び主要な持分法適用会社の合計額です。 

２ 主要な持分法適用会社の金額を（ ）内に内数で記載しています。 

  

１ 【設備投資等の概要】

事業の種類別 
セグメントの名称

当連結会計年度
(百万円)

設備内容

二輪車 15,331（ 3,051） 二輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等 

四輪車 114,802（ 7,983） 四輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等 

特機等 1,143（    －） 船外機の生産設備、研究開発設備、販売設備等 

金融 1（    －） 販売設備等

合計 131,279（11,034） ―
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(1) 提出会社 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 帳簿価額には消費税等を含んでいません。 

２ 「湖西工場及び部品工場」「磐田工場」「代理店他」は、土地及び建物等の一部を賃借しています。賃借料

は110百万円、土地の面積は[ ]で外書きしています。 

３ 「湖西工場及び部品工場」「豊川工場」は、子会社に対する貸与中の土地（「湖西工場及び部品工場」1百

万円（1千㎡）、「豊川工場」39百万円（13千㎡））を含んでいます。 

４ 「代理店他」は、貸与中の土地38,229百万円(454千㎡)、建物他9,665百万円を含み、その内、㈱スズキ自販

近畿等の子会社に対する貸与は土地34,765百万円(429千㎡)、建物他8,615百万円です。 

５ 現在、休止中の主要な設備はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】

事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称
設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地 
(面積千㎡)

合計

本社及び 

高塚工場 

(静岡県浜松市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

統括業務施設

及びエンジン

部品生産設備 

8,314 5,672 1,299 
408 

(182)
15,694 5,362 

二輪技術センター 

(静岡県磐田市) 

二輪車 

四輪車 

製品の開発・

試験施設 
5,384 2,484 518 

3,201 

(689)
11,589 1,004 

船外機技術 

センター 

(静岡県湖西市) 

特機等 
製品の開発・

試験施設 
938 582 46 

375 

(19)
1,943 120 

湖西工場及び 

部品工場 

(静岡県湖西市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

生産設備 11,849 5,229 1,769 

7,196 

(1,094)

[2]

26,044 2,903 

相良工場及び 

相良コース 

(静岡県 

 牧之原市) 

四輪車 

生産設備及び

製品の試験施

設 

26,336 23,083 2,592 
9,923 

(1,979)
61,936 2,080 

磐田工場 

(静岡県磐田市) 
四輪車 生産設備 5,101 1,660 248 

1,317 

(296)

[2]

8,328 1,478 

豊川工場 

(愛知県豊川市) 

二輪車 

特機等 
生産設備 1,004 564 280 

571 

(187)
2,420 666 

大須賀工場 

(静岡県掛川市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

鋳造部品生産

設備 
2,334 4,071 304 

758 

(151)
7,469 465 

代理店他 

(全国) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

販売設備他 9,416 15 352 

40,676 

(560)

[30]

50,460 － 

― 28 ―



(2) 国内子会社 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 帳簿価額には消費税等を含んでいません。 

２ 「㈱スズキ自販近畿他販売会社56社」には、貸与中の土地872百万円(16千㎡)、建物等35,922百万円を含ん

でいます。 

３ 「㈱スズキ自販近畿他販売会社56社」は、土地及び建物等の一部を賃借しています。賃借料は4,350百万円

です。土地の面積については、[ ]で外書きしています。 

４ 「㈱スズキビジネス」には、貸与中の土地3,173百万円(72千㎡)、建物等658百万円を含んでいます。 

５ 「㈱スズキビジネス」は、土地及び建物等の一部を賃借しています。賃借料は112百万円です。土地の面積

については、[ ]で外書きしています。 

  

(3) 在外子会社 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 「American Suzuki Motor Corp.」には、貸与中の土地122百万円(35千㎡)、建物62百万円を含んでいます。

２ 「Maruti Suzuki India Ltd.」「PT Suzuki Indomobil Motor」「Magyar Suzuki Corporation Ltd.」の数

値は各社の連結決算数値です。 

会社名 
(主な所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称

設備の 
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地 
(面積千㎡)

合計

㈱スズキ自販近畿 

他販売会社56社 

(全国) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

金融 

販売設備 14,765 12,572 527 

32,759 

(554)

[612]

60,625 11,008 

㈱スズキビジネス 

(静岡県浜松市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

販売設備 

他 
2,871 133 79 

8,066 

(1,855)

[64]

11,149 252 

スズキ精密工業㈱ 

(静岡県磐田市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

生産設備 1,474 4,755 133 
964 

(79)
7,328 473 

会社名 
(主な所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称

設備の 
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地 
(面積千㎡)

合計

Magyar Suzuki  

Corporation Ltd. 

(ハンガリー  

 エステルゴム市) 

四輪車 
生産設備 

他 
8,142 22,392 5,602 

397 

(581)
36,534 3,420 

PT Suzuki 

Indomobil Motor 

(インドネシア  

 ジャカルタ市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

生産設備 

他 
1,764 5,611 64 

1,825 

(837)
9,265 4,682 

Maruti Suzuki  

India Ltd. 

(インド 

 ニューデリー市 

四輪車 
生産設備 

他 
13,103 78,285 981 

15,779 

(6,197)
108,150 7,635 

Pak Suzuki Motor 

Co.,Ltd. 

(パキスタン  

 カラチ市) 

二輪車 

四輪車 

生産設備 

他 
508 3,120 86 

1,076 

(863)
4,791 793 

American Suzuki  

Motor Corp. 

(米国 ブレア市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

販売設備 1,258 214 357 
838 

(258)
2,668 402 

Suzuki 

International  

Europe G.m.b.H. 

(ドイツ ベンスハ

イム市) 

二輪車 

四輪車 

特機等 

販売設備 1,385 1,052 873 
424 

(43)
3,736 305 
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(1) 重要な設備の新設等 

当社グループの設備投資は、各市場における需要予測、生産計画、利益計画、キャッシュ・フロー等

を総合的に勘案して計画しています。 

当連結会計年度後１年間の設備投資計画は、主要な持分法適用会社を含む総額で1,700億円であり、

概要は次のとおりです。その所要資金については、主に自己資金を充当する予定です。 

  

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていません。 

２ 主要な持分法適用会社の金額を（ ）内に内数で記載しています。 

  

なお、事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりです。 

  

 
(注) 主要な持分法適用会社の金額を（ ）内に内数で記載しています。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】

区分
平成22年３月末
計画金額(百万円)

設備等の内容

提出会社  

高塚工場・湖西工場・相良工場他 40,000 二輪車・四輪車・船外機・部品等の生産設備 

実験試験研究設備 15,000 研究開発設備

流通・販売拠点設備 11,000 販売設備等

その他 4,000 統括業務施設・情報化設備等 

小計 70,000 ―

国内子会社及び主要関連会社 15,000 生産・販売設備等

在外子会社及び主要関連会社 85,000 生産・販売設備等

合計
170,000 
（10,000） 

―

事業の種類別 
セグメントの名称

平成22年３月末
計画金額(百万円)

設備等の内容

二輪車 15,000 二輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等

四輪車 154,000 四輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等

特機等 1,000 船外機の生産設備、研究開発設備、販売設備 

金融 0 ―

合計
170,000 
（10,000） 

―
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれていません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,500,000,000 

計 1,500,000,000 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年６月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 557,387,304 561,047,304 
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
です。 
単元株式数は100株です。 

計 557,387,304 561,047,304 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。 

130％コールオプション条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年６月27日発行） 

 
(注) 平成22年６月３日の取締役会決議に基づき、平成22年６月23日にフォルクスワーゲンＡＧに対して行った第三

者割当による新株式の発行が、転換価額の調整事由に該当することから、社債要項の規定に従い、平成22年６

月24日付けで3,021.60円から3,020.20円に転換価額の調整を行っています。 

  

 
事業年度末現在

（平成22年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年５月31日）

新株予約権の数（個） 29,995 29,995 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式

単元未満株式数100株
同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 49,634,299 49,634,299 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,021.60 同左

新株予約権の行使期間  
自 平成18年８月１日
至  平成25年３月28日 

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

(注) 

発行価格       3,021.60
資本組入額      1,511 

同左

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益
を喪失した場合には、本社債に
係る本新株予約権を行使するこ
とはできないものとし、当社が
本社債を買入れ当該本社債に係
る社債部分を消却した場合にお
ける当該本社債に係る本新株予
約権についても同様とする。ま
た、各本新株予約権の一部につ
いて本新株予約権を行使するこ
とはできないものとする。 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 
本社債の社債部分と本新株予約
権のうち一方のみを譲渡するこ
とはできない。 

同左

新株予約権付社債の残高（百万円） 149,975 149,975 

代用払込みに関する事項 

各本新株予約権の行使に際して
は、当該各本新株予約権に係る
各本社債を出資するものとす
る。 

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ―
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はあ

りません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 転換社債の株式転換(平成21年４月１日～平成22年３月31日)によるものです。 

   ２  平成22年６月23日を払込期日とするフォルクスワーゲンＡＧへの第三者割当増資により発行済株式総数が

3,660,000株、資本金が3,211百万円、資本準備金が3,211百万円増加し、その結果、発行済株式総数は

561,047,304株、資本金は138,014百万円、資本準備金は144,364百万円となっています。 

  

(6) 【所有者別状況】 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式8,737株は、「個人その他」の欄に87単元と「単元未満株式の状況」の欄に37株がそれぞれ含まれ

ています。 

２ 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれています。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日 

(注)１ 
14,740,213 557,387,304 14,592 134,803 14,575 141,153 

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の 
状況 
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 1 140 69 591 523 38 49,450 50,812 ―

所有株式数 
(単元) 74 1,908,656 96,770 735,226 2,502,626 928 328,249 5,572,529 134,404 

所有株式数 
の割合(％) 0.00 34.25 1.74 13.19 44.91 0.02 5.89 100.00 ―
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(7) 【大株主の状況】 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 前事業年度末において主要株主でなかったフォルクスワーゲン アーゲーは、平成22年１月15日に同社に対

して第三者割当による自己株式処分を行ったことにより、当事業年度末現在では主要株主となっています。

２ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者は、平成21年４月21日付

で提出された大量保有報告書（変更報告書）によると、平成21年４月15日現在で25,716千株（新株予約権付

社債券保有による保有潜在株式数135千株を含む）を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社

の所有株式数は以下のとおりですが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができな

いので、上記大株主の状況に含めていません。 

 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー          7,880千株 

 キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー                9,923 〃 

 キャピタル・インターナショナル・リミテッド                  4,621 〃 

 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル          1,289 〃 

  キャピタル・インターナショナル株式会社                   1,222 〃 

 キャピタル・インターナショナル・インク                     779 〃 

３ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者は、平成19年７月17日付で提出された大量保有報告書（変

更報告書）によると、平成19年７月９日現在で33,180千株（新株予約権付社債券保有による保有潜在株式数

296千株を含む）を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりです

が、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含め

ていません。  

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行                         17,787千株 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         10,096 〃 

 エム・ユー投資顧問株式会社                         2,413 〃 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社                           2,140 〃 

 三菱ＵＦＪ証券株式会社                             741 〃 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

フォルクスワーゲン アーゲー 
(常任代理人) 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

独国 ヴォルフスブルク
(常任代理人) 
東京都千代田区丸の内2-7-1 

107,950 19.37 

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口) 

東京都中央区晴海1-8-11 23,062 4.14 

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 20,961 3.76 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町2-11-3 20,719 3.72 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 17,787 3.19 

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町1-10 14,500 2.60 

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 13,000 2.33 

ノムラ インターナショナル 

ピーエルシー アカウント 

シービー クライアント 

(常任代理人) 

野村證券株式会社 

英国 ロンドン 

  

(常任代理人) 

東京都中央区日本橋1-9-1 

9,991 1.79 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 9,500 1.70 

ステート ストリート バンク  

アンド トラスト カンパニー  

(常任代理人) 

香港上海銀行東京支店 

米国 ボストン  

  

(常任代理人)  

東京都中央区日本橋3-11-1 

9,213 1.65 

計 ― 246,687 44.26 
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４ モルガン・スタンレー証券株式会社及びその共同保有者は、平成20年２月７日付で提出された大量保有報告

書（変更報告書）によると、平成20年１月31日現在で22,355千株（新株予約権付社債券保有による保有潜在

株式数5,438千株を含む）を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のと

おりですが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状

況に含めていません。 

 モルガン・スタンレー証券株式会社                       413千株 

 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 12,224 〃 

 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド       2,585 〃 

 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド      2,273 〃 

 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社          1,819 〃 

 モルガン・スタンレー・セキュリティーズ・リミテッド             1,731 〃 

 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク        1,307 〃 

５ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が

所有する当社株式は、信託業務に係る株式です。 

  

(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1,100株(議決権11個) 

含まれています。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式37株及び浜名部品工業株式会社(議決権に対する所有割合

35.7％)所有の株式48株が含まれています。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年３月31日現在 

 
  

(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 8,700

― ―

(相互保有株式)
普通株式 147,200

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

557,097,000
5,570,970 ― 

単元未満株式 
普通株式 

134,404
― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 557,387,304 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,570,970 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 

スズキ株式会社 

静岡県浜松市南区高塚町 

300番地 
8,700 ― 8,700 0.00 

(相互保有株式) 

浜名部品工業株式会社 

静岡県湖西市鷲津 

933番地の１ 
147,200 ― 147,200 0.03 

計 ― 155,900 ― 155,900 0.03 
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれていません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) １ 当事業年度の内訳は、フォルクスワーゲンＡＧに対して行った第三者割当による自己株式の処分（株式数

107,950,000株、処分価額の総額222,484,950,000円）、転換社債の転換（株式数1,000株、処分価額の総額

2,000,000円）、単元未満株式の売渡請求による売り渡し（株式数353株、処分価額の総額736,118円）で

す。なお、当期間には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売り渡しに

よる株式は含まれていません。 

２ 当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り及び売り渡しによる株式は含まれていません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 2,406 4,997,804 

当期間における取得自己株式 455 934,523 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他  (注１) 107,951,353 222,487,686,118 ― ―

保有自己株式数 8,737 ― 9,192 ―
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当社の配当政策につきましては、継続的な安定配当を基本とし、あわせて中・長期的な視点から、業

績、配当性向、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決

定しています。 

当社グループの業績は、発展途上国を中心とした海外生産工場への依存度が高く、為替変動にも左右さ

れやすい構造にあります。従いまして、これからも当社グループが安定的に成長していくためには、当社

の体力をより強化し、不測の事態に備えることが重要です。 

前事業年度後半から経営環境は一変し、売上高の大幅な落込み状況が続いていますが、あらゆる経費の

徹底した削減等により、利益を計上することができました。 

 経営環境は引続き厳しい見通しではありますが、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するため、

当事業年度の期末配当金は１株につき７円（中間配当金を含め年12円）とさせていただきました。 

今後につきましても、このような考え方から、事業年度の業績を勘案して決定してまいります。 

なお、当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本的な方針としています。当社は、取

締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めており、

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。 

  

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。 

 
  

  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

平成21年11月２日 
取締役会決議 2,173 5 

平成22年６月29日 
定時株主総会決議 3,901 7 

４ 【株価の推移】

回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 2,800 3,630 3,790 2,920 2,485 

最低(円) 1,641 2,230 2,300 1,037 1,644 

月別 平成21年10月 平成21年11月 平成21年12月 平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月

最高(円) 2,275 2,310 2,395 2,340 2,136 2,115 

最低(円) 1,945 1,984 1,999 2,038 1,863 1,880 
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役会長 

兼社長 

(代表取締役)

― 鈴 木   修
昭和５年 

１月30日生

昭和33年４月 当社入社 

(注２) 531 

昭和38年11月 当社取締役就任 

昭和42年12月 常務取締役就任 

昭和48年11月 専務取締役就任 

昭和52年６月 代表取締役専務取締役就任 

昭和53年６月 代表取締役社長就任 

平成12年６月 代表取締役会長就任 

平成20年12月 代表取締役会長兼社長就任(現) 

専務取締役 

(代表取締役)
品質管理本部長 中 山 隆 志

昭和19年 

11月27日生

昭和44年３月 当社入社 

(注２) 22 

平成９年４月 海外技術部長 

  同 年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 常務取締役就任 

平成16年６月 専務取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任 

平成19年５月 四輪技術本部長を委嘱 

平成20年12月 代表取締役専務取締役就任(現) 

平成22年２月 品質管理本部長を委嘱(現) 

専務取締役 

(代表取締役)

東京駐在 

兼 東京支店長 
廣 澤 孝 夫

昭和21年 

８月14日生

昭和44年４月 通商産業省(現経済産業省)入省 

(注２) 11 

平成10年６月 同省退官 

平成11年１月 地域振興整備公団理事 

平成15年３月 同理事退任 

   同 年４月 当社入社 

   同 年６月 当社常務取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任 

   同 年８月 東京駐在・広報部門主担当を委嘱 

平成20年８月 東京駐在 兼 東京支店長を委嘱(現) 

   同 年12月 代表取締役専務取締役就任(現) 

専務取締役 

(代表取締役)

国内営業本部長 

兼 子会社スズキファイナ 

  ンス㈱代表取締役社長 

田 村   実
昭和23年 

６月21日生

昭和47年４月 当社入社 

(注２) 14 

平成15年４月 西日本営業統括部長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任 

平成19年５月 国内営業本部長を委嘱 

   同 年９月 国内営業本部長 兼 子会社スズキファ

イナンス㈱ 代表取締役社長を委嘱

(現) 

平成20年12月 代表取締役専務取締役就任(現) 

取締役 

専務役員

子会社Maruti Suzuki  

India Ltd.社長 

  

中 西 眞 三
昭和22年 

９月14日生

昭和46年４月 当社入社 

(注２) 10 

平成10年10月 ＧＭ業務部長 

平成11年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 常務取締役就任 

平成16年６月 専務取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任(現) 

平成20年１月 子会社Maruti Suzuki India Ltd.社長 

兼 海外営業本部 アジア四輪・二輪担

当を委嘱 

平成21年４月 子会社Maruti Suzuki India Ltd.社長

を委嘱(現) 

取締役  

専務役員

購買本部長 

  
望 月 英 二

昭和30年 

３月５日生

昭和59年２月 当社入社 

(注２) 7 

平成15年４月 商品開発統括部長 兼 商品第二プロジ

ェクト長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任(現) 

平成19年５月 購買本部長を委嘱(現) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有 

株式数

(千株)

取締役 

専務役員

海外営業本部長  

兼 提携推進本部 補佐 
鈴 木 俊 宏

昭和34年 

３月１日生

平成６年１月 当社入社 

(注２) 39 

平成15年４月 商品企画統括部長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任(現) 

平成19年５月 四輪技術本部 副本部長を委嘱 

平成20年１月 海外営業本部長を委嘱(現) 

取締役 

専務役員

管理本部長  

(財務・情報システム担当) 

  

  

杉 本 豊 和
昭和22年 

３月16日生

昭和48年４月 当社入社 

(注２) 7 

平成16年４月 経営企画統括部長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役専務役員就任(現) 

平成21年２月 管理本部長(財務・情報システム担当)

兼 経営企画室長を委嘱 

平成22年２月 管理本部長(財務・情報システム担当) 

を委嘱(現) 

取締役 

専務役員

二輪技術本部長 

兼 二輪アジアプロジェク

ト長 

渥 美 正 紀
昭和23年 

２月11日生

昭和45年４月 当社入社 

(注２) 11 

平成13年４月 品質保証部長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役退任 

常務役員就任 

平成19年５月 四輪技術本部 技術統括担当 兼 設計

品質担当（四輪・二輪・特機）を委嘱 

平成20年１月 二輪技術本部長を委嘱（現） 

   同 年５月 専務役員就任 

平成21年６月 当社取締役専務役員就任（現） 

取締役 

専務役員

生産本部長 

兼 海外工場担当 
相 澤 直 樹

昭和26年 

11月28日生

昭和53年３月 当社入社 

(注２) 6 

平成15年４月 湖西工場長 

   同 年６月 当社取締役就任 

平成18年６月 取締役退任 

 常務役員就任 

平成20年１月 生産本部 湖西・豊川・高塚工場担当 

兼 湖西工場長を委嘱 

平成21年４月 専務役員就任 

 生産本部長を委嘱(現) 

   同 年６月 当社取締役専務役員就任（現） 

取締役 

専務役員
四輪技術本部長 本 田   治

昭和24年 

10月６日生

昭和48年４月 当社入社 

(注２) 13 

平成18年１月 パワートレイン担当 兼 商品第六カー

ライン チーフエンジニア 

   同 年６月 常務役員就任 

平成19年５月 専務役員就任 

平成21年６月 当社取締役専務役員就任(現) 

 

四輪技術本部 副本部長 兼 ＣＡＥ推

進・パワートレイン第一・電装担当を

委嘱 

平成22年２月 四輪技術本部長を委嘱（現） 

取締役 

専務役員

提携推進本部長 

兼 ＶＷ業務室長 

兼 海外営業本部 補佐 

原 山 保 人
昭和31年 

６月22日生

昭和54年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 

(注２) 2 

平成21年７月 同省退官 

 当社入社 

 常務役員就任 

 海外営業本部 副本部長（統括）を委

嘱 

平成22年２月 提携推進本部長を委嘱(現) 

   同 年６月 当社取締役専務役員就任（現） 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有 

株式数

(千株)

常勤監査役 ― 神 村   保
昭和21年 

５月13日生

昭和45年４月 当社入社 

(注６) 13 

平成10年４月 経理部長 

平成11年４月 経営企画部長 

平成15年４月 監査役室総括グループ長 

平成16年４月 経営企画統括部付 参与 

   同 年６月 当社監査役就任(現) 

常勤監査役 ― 鈴 木 良 隆
昭和28年 

１月５日生

昭和50年４月 当社入社 

(注７) 12 

平成12年４月 海外購買グループ長 

平成13年１月 購買企画グループ長 

平成16年４月 購買企画部長 

平成18年４月 ㈱スズキビジネス 専務取締役 

   同 年11月 ㈱スズキビジネス 専務執行役員 

平成21年６月 当社監査役就任(現) 

監査役 ― 堀 内 伸 恭
昭和20年 

４月21日生

昭和45年４月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 

(注６) 2 

平成10年６月 同行取締役就任 

平成12年６月 同行常務執行役員就任 

平成13年９月 同行専務執行役員就任 

平成14年３月 同行専務執行役員退任 

 昭和リース㈱代表取締役副社長就任 

平成15年６月 同社代表取締役社長就任 

平成16年６月 同社代表取締役社長退任 

 当社監査役就任(現) 

監査役 ― 久 米 克 彦
昭和19年 

６月１日生

昭和44年４月 ㈱東海銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)

入行 

(注６) 3 

平成３年１月 スイス東海銀行 頭取就任 

平成11年６月 ㈱東海銀行退行 

 ㈱東海総合研究所 取締役就任 

平成12年６月 同所常務取締役就任 

平成14年４月 ㈱ＵＦＪ総合研究所 取締役就任 

平成15年６月 同所常勤監査役就任 

平成16年３月 同所常勤監査役退任 

   同 年６月 当社監査役就任(現) 

監査役 ― 石 塚   伸
昭和22年 

６月16日生

昭和56年４月 司法研修所入所 

(注６) ― 
昭和58年４月 弁護士登録 

昭和59年10月 石塚村松法律事務所入所 

平成６年６月 当社監査役就任(現) 

計 710 
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(注) １ 取締役専務役員 鈴木俊宏は、取締役会長兼社長 鈴木 修の長男です。 

２ 平成22年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 

３ 監査役 堀内伸恭、監査役 久米克彦及び監査役 石塚 伸は、会社法第２条第16号に定める「社外監査

役」です。 

４ 監査役のうち、神村 保氏は、長年にわたって当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。 

５ 監査役のうち、石塚 伸氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。

６ 平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

７ 平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。 

８ 当社では専務役員・常務役員制度を導入しています。専務役員・常務役員は上記記載の取締役８名の他、以

下の13名です。 
  

 
  

専務役員 繁 本 武 雄
子会社㈱スズキ自販浜松社長 

兼 子会社㈱スズキ自販静岡会長 

専務役員 國 清   巧

生産本部 副本部長 

兼 国内工場・国内製造子会社担当 

兼 相良工場長 

常務役員 濱 田 茂 明
四輪技術本部 副本部長 

兼 四輪エンジン・トランスミッション担当 

常務役員 伊 延 禎 之 二輪技術本部 副本部長 

常務役員 彌 吉 正 文 管理本部 副本部長（広報・人事・総務・法務・塾担当） 

常務役員 青 山 市 三 品質管理本部 副本部長（開発・技術管理担当） 

常務役員 蓮 池 利 昭 四輪技術本部 副本部長（車体・デザイン担当） 

常務役員 古 庄 誠 一 子会社㈱スズキ自販近畿代表取締役社長 

常務役員 内 田 博 康 人事部長 

常務役員 岩 月 隆 始
海外営業本部 副本部長（北米四輪・業務・企画担当） 

兼 海外営業業務部長 

常務役員 佐 藤   薫 国内営業本部 副本部長 

常務役員 袴 田 和 夫 生産本部 副本部長（生産管理・海外生産担当） 

常務役員 松 浦 浩 明
生産本部 副本部長  

兼 生産技術担当 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、従来より、公正かつ効率的な企業活動を旨として、株主各位をはじめ、お客様、お取引先

様、地域社会、従業員等の各ステークホルダーから信頼され、かつ国際社会の中でさらなる貢献を

し、持続的に発展していく企業でありたいと考えております。その実現のためには、コーポレート・

ガバナンスの強化が経営の最重要課題の一つであると認識し、様々な対策に積極的に取り組んでおり

ます。 

  

② 会社の機関の内容 

イ．取締役・取締役会について 

当社は、機動的な会社運営・業務のスピードアップと責任体制の明確化を図るため、取締役の数

を少なく（当報告書提出日現在12名）するとともに、専務役員・常務役員制度を導入しておりま

す。取締役会長（社長を兼任）以外の取締役全員が、業務執行の中心となる専務役員を兼務し本部

その他機能別組織の本部長等に就くことにより、現場の情報を取締役会に上げて現場に直結した意

思決定が出来るようにしております。 

さらに、取締役会の意思決定を、たて割りの弊害なく全社に素早く推進させるために、部門横断

的な課題の抽出・対応の促進を行う部門を設置しております。 

なお、従来より、取締役の経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に柔軟に対応出来るよう、

取締役の任期を１年としております。 

取締役は、取締役会を原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、か

つ、意思決定に際して法令遵守・企業倫理の観点も含めた議論は十分なものであり、監査役が必ず

取締役会に出席することと相俟って、その取締役会の経営監督機能は有効に機能していると考えて

おります。また、経営執行に伴う重要な経営課題についての戦略策定の審議のために必要に応じて

経営会議を開催しております。さらに、取締役が定期的なミーティングを毎週行う等、情報交換を

密に行っております。 

  

ロ．監査役・監査役会及び内部監査について 

当社は監査役設置会社であり、監査役５名のうち３名を社外監査役とし、社外監査役の他業界、

国際経験、法律等における豊富な経験・知見等により、監査機能及び社外からの経営監視機能を強

化しております。また、当社は監査部門を設置しており、会計監査人による監査と併せて、遵法

性、内部統制面、経営効率面の視点から、三様の監査を行っております。 

監査役については、監査役会規則及び各事業年度の監査役監査方針に基づき、監査役会の開催や

取締役会等重要な会議への出席、稟議書・議事録等の閲覧、取締役からの業務の状況についての報

告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行っております。なお、監査役のうち

１名は、長年にわたって当社の経理業務を担当し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する

ものであります。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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監査部門は、当社及び国内・海外の関係会社の監査により、内部統制の有効性を定期的に検証

し、その結果を、問題点の改善・是正に関する提言とともに監査役及び経営者に報告しておりま

す。また、関係会社の経営体質強化のためのルール作りと法令・ルール遵守のための指導・支援を

行い、業務の効率化・標準化を推進しております。 

監査役は、監査部門の監査計画ならびに監査テーマの調整を行うほか、必要に応じて監査に立会

い、監査報告会に出席し、監査部門の行う監査については全ての報告書の提出と説明を受けており

ます。また、監査部門と連携して、監査役監査として当社及び子会社監査を実施しております。 

なお、これらの監査組織と法務部門、経理・財務部門、情報システム部門で構成する内部統制専

門組織は、常時、情報交換等を行っております。 

  

ハ．社外役員の選任状況及び現状の体制を採用している理由について 

当社は、機動的な会社運営を行うために、当社グループの業務執行に精通した人材を取締役に選

任しており、社外取締役は選任していませんが、社外からの経営監視機能の強化のために、監査役

５名のうち３名を会社法第2条16号に定める社外監査役としております。 

また、当社は、原則として全取締役及び全監査役が出席する取締役会や経営会議において、経営

に関する重要な事項を審議し決定しており、コーポレート・ガバナンス体制は十分に機能している

と考えております。 

なお、社外監査役のうち１名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けて

おります。 

  

ニ．社外監査役との関係及び独立性に関する考え方について 

社外監査役３名及びその近親者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な

利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。 

  

ホ．会計監査について 

会計監査については清明監査法人を選任しております。監査役は会計監査人から事業年度の監査

計画の説明及び中間・期末での決算監査報告のほか、子会社監査についての結果報告を受けており

ます。監査役、監査部、及び会計監査人は、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を

高めております。 

 
(注) 上記のほか、監査業務に係る補助者は公認会計士８名、その他８名です。 

  

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

指定社員 業務執行社員 今村 了 清明監査法人

指定社員 業務執行社員 岩間 昭 清明監査法人
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③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

コーポレート・ガバナンスの強化のため、コンプライアンスの徹底及び内部統制システムの充実に

努めております。内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。 

イ．取締役のコンプライアンス体制 

取締役は、「社是」及び「スズキ行動憲章」を尊重し、かつ、「取締役会規則」、「稟議規程」

その他の社内規程に則り職務を執行し、取締役会等において、相互に職務執行を監督しておりま

す。また、取締役及び従業員が法令、社会規範、社内規則等を遵守するための基本事項を定めた

「スズキ企業倫理規程」を制定し、遵守しております。なお、企業倫理の推進を行う「企業倫理委

員会」は必要に応じてこれを改訂しております。さらに、監査役は、監査役会の定めた監査の方針

及び業務分担に従い、取締役の職務執行について監査の任に就いております。 

  

ロ．従業員のコンプライアンス体制 

従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、従業員の行動規範を定めた

「スズキ社員行動憲章」及び従業員の具体的な職務の執行手続きを定めた「稟議規程」、「業務分

掌」その他の社内規程を周知徹底し、必要に応じて改訂しております。さらに、「スズキ企業倫理

規程」に基づき、内部通報制度を含む従業員のコンプライアンス体制を整備し、また、各種の研

修、社内セミナー等を通じ従業員に対するコンプライアンス教育を実施しております。また、監査

部は、「内部監査規程」に則り、各管理制度、組織及び規程等が適切であるか、内部統制機能が適

正に機能しているか等を監査しております。 

  

ハ．リスク管理体制 

会社内外の不正や不法行為により発生しうる危機や、会社が予防することのできない天災・テロ

といった危機の発生に対応するために、「スズキ企業倫理規程」において「危機管理手続」を定め

ております。同規程に定める「企業倫理委員会」が、会社の経営または業務に緊急かつ重大な影響

を与えると考えられるリスクを認知したときは、「危機管理手続」に基づき、直ちに当該危機への

対策にあたる組織として、「危機管理本部」を設置します。設置された「危機管理本部」は、直ち

に対策方針を審議・決定し、必要な部門及び部署に指示を与え、連絡を取り合って解決を図る体制

をとっております。 

  

ニ．企業集団の業務の適正を確保するための体制 

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、当社は、「関係会社業務

管理規程」を定め、必要に応じて改訂しております。本規程に則り、関係会社は、経営状況の報告

や重要事項の協議を行い、これに対して、当社担当部門は、関係会社の経営体質強化のため指導・

助言を行っております。また、監査部は、関係会社のためのルール作りと法令・ルール遵守のため

の指導・支援・監査を行うとともに、業務の効率化・標準化を推進しております。 
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④ 役員の報酬等 

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

 
(注) １ 取締役の報酬限度額（月額80百万円）は、平成13年６月28日開催の第135回定時株主総会における決議

によります（但し、使用人分の給与は含まない）。 

２ 監査役の報酬限度額（月額8百万円）は、平成元年６月29日開催の第123回定時株主総会における決議に

よります。 

３ 上記の「賞与」は、当事業年度末に役員賞与引当金として計上し、当事業年度の費用として処理したも

のです。 

４ 上記には、平成21年６月26日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含ん 

でおります。 

５ 上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員としての報酬等の額は、１名4百万円です。 

６ 上記ほか、平成18年６月29日開催の第140回定時株主総会決議に基づき、退職慰労金として、退任取締

役10名に対し201百万円の支払いがあります。また、役員退職慰労金規則に基づく役員年金額として、

退任取締役１名に対し1百万円、退任監査役１名に対し1百万円の支払があります。 

  

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額 

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

  

ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針 

役員の報酬は基本報酬及び賞与からなり、基本報酬については、株主総会の決議により取締役全

員及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額（月額）を決定しております。また、賞与については、

各事業年度毎に取締役全員及び監査役全員のそれぞれの賞与支給総額を株主総会に付議してご承認

頂いております。 

各取締役及び各監査役の報酬の算定方法は、以下のとおりです。 

  

[取締役] 

基本報酬につきましては、取締役就任時に取締役会の授権を受けた代表取締役が、事業年度及び

中長期的な企業価値の向上に対する各取締役の職務・職責等を考慮し決定しております。 

賞与につきましては、経営環境・業績を勘案した上で取締役会が役員賞与支給議案を決定し、株

主総会で総額のご承認を頂いたのち、取締役会の授権を受けた代表取締役が、各取締役の職務・職

責等における成果を反映した支給額を決定しております。 

  

[監査役] 

各監査役の基本報酬及び賞与につきましては、株主総会でご承認頂いた金額の範囲内で、個々の

監査役の職務と責任に応じた金額を、監査役の協議によって決定しております。 

  

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与

取締役 
（社外取締役を除く。） 459 311 148 13 

監査役 
（社外監査役を除く。） 41 28 13 2 

社外役員 20 16 4 3 
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なお、当社は平成18年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃

止しました。その後重任している役員への退職慰労金の支給は各人の退任時とし、具体的な金額等

の決定は、当該制度廃止時点の役員退職慰労金規則に基づき、廃止時点までの在任年数をもとに、

取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任頂くことをご承認頂いており

ます。 

  

⑤ 取締役の定数 

当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めております。 

  

⑥ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めておりま

す。 

  

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項 

イ．自己の株式の取得の決定 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得するこ

とが出来る旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

を可能とすることを目的とするものです。 

  

ロ．取締役及び監査役の責任免除の決定 

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった

ものを含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することが出来る旨定款で定めております。これは、取締役、監

査役がそれぞれ適正な経営判断を行うことが出来るようにすることを目的とするものです。 

  

ハ．中間配当の決定 

当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることが出来る旨

定款で定めております。これは、資本政策の機動性を確保することを目的とするものです。 

  

⑧ 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款で定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものです。 

  

⑨ 株式の保有状況 

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

銘柄数              151銘柄 

貸借対照表計上額の合計額  134,540百万円 
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ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額
が資本金額の100分の１を超える銘柄 

 
  

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

Volkswagen 
Aktiengesellschaft 

2,000,000 17,862 
業務提携を確実なものとして協力関係を円滑に
発展させることで相乗効果を発揮し、事業の健
全な発展及び企業価値の向上に繋げるため。 

ジヤトコ㈱ 72,839 14,203 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

三菱電機㈱ 9,210,000 7,911 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

ジェイ エフ イー  
ホールディングス㈱ 2,036,100 7,665 

取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

新日本製鐵㈱ 19,929,000 7,313 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

富士重工業㈱ 13,690,000 6,625 平成12年の業務提携時に取得したものを保有。 

㈱静岡銀行 7,000,800 5,705 
主要な取引銀行との関係を強化することで、事
業の健全な発展及び企業価値の向上に繋げるた
め。 

㈱三菱UFJフィナン 
シャル・グループ 9,931,630 4,866 

主要な取引銀行との関係を強化することで、事
業の健全な発展及び企業価値の向上に繋げるた
め。 

旭硝子㈱ 4,620,000 4,864 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

三菱重工業㈱ 12,111,000 4,686 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

㈱エヌ・ティ・ティ・
ドコモ 29,866 4,252 取引関係の相乗効果に繋げるため。 

信越化学工業㈱ 616,800 3,349 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

㈱りそなホールディン
グス 2,313,450 2,734 

主要な取引銀行との関係を強化することで、事
業の健全な発展及び企業価値の向上に繋げるた
め。 

ＮＴＮ㈱ 6,259,630 2,641 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

大同特殊鋼㈱ 4,462,200 1,753 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

㈱デンソー 540,851 1,506 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 

エヌオーケー㈱ 1,012,300 1,424 
取引先との関係を強化することで相乗効果を発
揮し、事業の健全な発展及び企業価値の向上に
繋げるため。 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

 
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額

を区分しておらず、実質的にも区分出来ないため、これらの合計額を記載してあります。 

  

② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査日程等を考慮のうえ、会計監査人の独立性を損なう

ことがないように、監査役会による同意を得て、適切に決定しております。 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 72 － 74 －

連結子会社  2 －  2 －

計 74 － 76 －
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第５ 【経理の状況】 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基

づき、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則

に基づいて作成しています。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しています。 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年４月１日から

平成21年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務

諸表並びに前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）及び当事業年度（平成21年４月１

日から平成22年３月31日まで）の財務諸表について、清明監査法人により監査を受けています。 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための取組みとして、公益財団法人財務会計基準機構へ加

入し、当該機構から得られる情報を用いながら、会計基準等の内容を適切に把握し、又は、会計基準等の

変更等について的確に対応できる体制を構築・整備しています。 

また、会計基準設定主体や会計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っています。 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

３  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
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１ 【連結財務諸表等】 
(1) 【連結財務諸表】 
 ① 【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 136,915 147,394

受取手形及び売掛金 ※1  249,289 ※1  248,565

有価証券 343,503 602,388

商品及び製品 ※1  252,255 ※1  172,322

仕掛品 23,620 ※1  19,380

原材料及び貯蔵品 48,664 ※1  44,492

繰延税金資産 99,121 97,657

その他 118,336 150,834

貸倒引当金 △3,915 △3,698

流動資産合計 1,267,790 1,479,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 128,764 129,164

機械装置及び運搬具（純額） 231,871 201,793

工具、器具及び備品（純額） 25,649 20,180

土地 164,822 180,538

建設仮勘定 37,853 34,174

有形固定資産合計 ※1, ※3  588,962 ※1, ※2  565,853

無形固定資産   

のれん 791 1,212

その他 1,691 1,611

無形固定資産合計 2,483 2,824

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4  121,631 ※3  152,080

長期貸付金 24,807 35,363

繰延税金資産 124,246 101,277

その他 ※4  31,996 ※3  45,794

貸倒引当金 △1,054 △1,002

投資損失引当金 △3,014 △214

投資その他の資産合計 298,612 333,299

固定資産合計 890,058 901,977

資産合計 2,157,849 2,381,314
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 368,811 391,874

短期借入金 ※1, ※2  399,010 ※1  221,320

1年内返済予定の長期借入金 － ※1  39,616

1年内償還予定の転換社債 29,605 －

未払費用 138,244 121,136

未払法人税等 6,285 13,129

製品保証引当金 57,371 60,715

役員賞与引当金 270 215

その他 85,523 85,906

流動負債合計 1,085,121 933,915

固定負債   

新株予約権付社債 149,975 149,975

長期借入金 ※1  102,757 ※1  136,104

繰延税金負債 5,385 3,299

退職給付引当金 42,090 39,337

役員退職慰労引当金 1,600 1,453

製造物賠償責任引当金 7,193 5,854

リサイクル引当金 1,230 1,257

その他 ※1  19,580 ※1  20,359

固定負債合計 329,813 357,641

負債合計 1,414,934 1,291,556

純資産の部   

株主資本   

資本金 120,210 134,803

資本剰余金 138,142 141,153

利益剰余金 735,337 750,357

自己株式 △241,878 △61

株主資本合計 751,812 1,026,251

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,309 16,546

繰延ヘッジ損益 △324 910

為替換算調整勘定 △114,364 △91,725

評価・換算差額等合計 △112,379 △74,268

少数株主持分 103,482 137,774

純資産合計 742,915 1,089,757

負債純資産合計 2,157,849 2,381,314
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② 【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,004,888 2,469,063

売上原価 2,315,958 1,881,772

売上総利益 688,930 587,291

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  612,003 ※1, ※4  507,923

営業利益 76,926 79,368

営業外収益   

受取利息 19,825 14,882

受取配当金 2,633 1,294

固定資産賃貸料 829 911

持分法による投資利益 － 692

為替差益 12,040 4,560

その他 12,805 11,453

営業外収益合計 48,135 33,796

営業外費用   

支払利息 9,278 8,276

有価証券評価損 27,487 19

貸与資産減価償却費 578 449

持分法による投資損失 1,245 －

その他 6,797 10,577

営業外費用合計 45,386 19,323

経常利益 79,675 93,841

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,482 ※2  824

投資有価証券売却益 0 145

特別利益合計 1,482 969

特別損失   

固定資産売却損 ※3  708 ※3  790

投資有価証券売却損 0 1,520

減損損失 ※5  344 0

特別損失合計 1,052 2,311

税金等調整前当期純利益 80,105 92,499

法人税、住民税及び事業税 24,651 29,419

法人税等調整額 15,348 10,840

法人税等合計 39,999 40,260

少数株主利益 12,676 23,325

当期純利益 27,429 28,913
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 120,210 120,210

当期変動額   

新株の発行 － 14,592

当期変動額合計 － 14,592

当期末残高 120,210 134,803

資本剰余金   

前期末残高 138,143 138,142

当期変動額   

新株の発行 － 14,575

自己株式の処分 △1 △19,348

自己株式処分差損の振替 － 7,783

当期変動額合計 △1 3,010

当期末残高 138,142 141,153

利益剰余金   

前期末残高 717,357 735,337

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,231 －

当期変動額   

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 27,429 28,913

自己株式処分差損の振替 － △7,783

連結範囲の変動 － △459

当期変動額合計 20,211 15,019

当期末残高 735,337 750,357

自己株式   

前期末残高 △219,499 △241,878

当期変動額   

自己株式の取得 △22,384 △19

自己株式の処分 5 241,835

当期変動額合計 △22,378 241,816

当期末残高 △241,878 △61

株主資本合計   

前期末残高 756,212 751,812

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,231 －

当期変動額   

新株の発行 － 29,167

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 27,429 28,913

自己株式の取得 △22,384 △19

自己株式の処分 4 222,487

連結範囲の変動 － △459

当期変動額合計 △2,168 274,439

当期末残高 751,812 1,026,251
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 16,549 2,309

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,239 14,237

当期変動額合計 △14,239 14,237

当期末残高 2,309 16,546

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 9,236 △324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,561 1,235

当期変動額合計 △9,561 1,235

当期末残高 △324 910

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,389 △114,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,975 22,638

当期変動額合計 △110,975 22,638

当期末残高 △114,364 △91,725

評価・換算差額等合計   

前期末残高 22,396 △112,379

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △134,776 38,110

当期変動額合計 △134,776 38,110

当期末残高 △112,379 △74,268

少数株主持分   

前期末残高 124,285 103,482

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,803 34,291

当期変動額合計 △20,803 34,291

当期末残高 103,482 137,774

純資産合計   

前期末残高 902,894 742,915

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △2,231 －

当期変動額   

新株の発行 － 29,167

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 27,429 28,913

自己株式の取得 △22,384 △19

自己株式の処分 4 222,487

連結範囲の変動 － △459

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △155,579 72,402

当期変動額合計 △157,747 346,841

当期末残高 742,915 1,089,757
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 80,105 92,499

減価償却費 141,203 141,846

減損損失 344 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,860 △3,107

受取利息及び受取配当金 △22,459 △16,177

支払利息 9,278 8,276

持分法による投資損益（△は益） 1,245 △692

有価証券評価損益（△は益） 27,487 19

売上債権の増減額（△は増加） 47,617 8,103

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,713 95,993

仕入債務の増減額（△は減少） △206,212 16,859

未払費用の増減額（△は減少） △4,979 △19,509

その他 △62,081 10,348

小計 68,401 334,460

利息及び配当金の受取額 20,864 16,966

利息の支払額 △7,494 △7,888

法人税等の支払額 △47,530 △17,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,241 326,377

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △93,789 △45,844

定期預金の払戻による収入 55,545 74,606

有価証券の取得による支出 △8,207 △464,632

有価証券の売却による収入 8,586 313,030

有形固定資産の取得による支出 △202,201 △129,131

有形固定資産の売却による収入 5,041 6,361

投資有価証券の取得による支出 △23,997 △17,508

投資有価証券の売却による収入 3,002 9,210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 15

出資金の払込による支出 △1 △2,163

貸付けによる支出 △7,728 △40,770

貸付金の回収による収入 1,119 15,533

その他 △277 △616

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,908 △282,286
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 213,576 △171,079

長期借入れによる収入 52,792 78,489

長期借入金の返済による支出 △1,963 △18,976

自己株式の取得による支出 △22,384 △4

自己株式の売却による収入 3 222,485

配当金の支払額 △7,218 △5,645

少数株主への配当金の支払額 △1,895 △1,337

その他 △39 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー 232,870 103,445

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,775 6,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,571 154,088

現金及び現金同等物の期首残高 456,369 427,797

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 1,570

現金及び現金同等物の期末残高 ※  427,797 ※  583,456
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

  

 
  

項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 140社 

連結子会社名は、「第１ 企業の

概況 ４ 関係会社の状況」に記載

しているため省略しました。 

(1) 連結子会社の数 138社 

連結子会社名は、「第１ 企業の

概況 ４ 関係会社の状況」に記載

しているため省略しました。 

 異動の状況 

  新規連結 １社 

（新規設立） 

・Suzuki Automobile 

  Manufacturing (Thailand) 

          Co.,Ltd. 

異動の状況 

① 新規連結 ２社 

（株式買取による異動） 

・金鈴汽車股份有限公司（持分法

適用会社より異動） 

（第三者割当増資引受による異動） 
・Vietnam Suzuki Corp.（持分法

適用会社より異動） 
② 連結除外 ４社 
（出資金売却による除外） 
・Suzuki Sport Europe 

Trading,Manufacturing. 
Servicing and Consulting  
Limited Liability Company 

（吸収合併による除外） 
・㈱スズキ自販仙台 
・㈱スズキ二輪(西日本) 
・㈱エスビーエス 

 (2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

鈴木自動車工業㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社１社は小規模会

社であり、総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金(持分に

見合う額)等はいずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためです。 

(2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

該当なし 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 

同左 

 (2) 持分法適用の関連会社数 37社 

主要な会社名は、「第１ 企業の

概況 ４ 関係会社の状況」に記載

しているため省略しました。 

異動の状況 

  新規持分法適用  １社 

(2) 持分法適用の関連会社数  35社 

主要な会社名は、「第１ 企業の

概況 ４ 関係会社の状況」に記載

しているため省略しました。 

異動の状況 

① 新規持分法適用  ２社   

 （新規設立） 

・Suzuki Leasing International  

     (Thailand) Co.,Ltd. 

（第三者割当増資引受による増加） 

・Krishna Ishizaki Auto Limited 

・Suzuki Motor Rus. 

② 持分法適用除外  ４社    
（株式買取による連結子会社への異

動） 
・金鈴汽車股份有限公司 
（第三者割当増資引受による連結子

会社への異動） 
・Vietnam Suzuki Corp. 
（株式売却による除外） 
・㈱スズキスポーツ 
・CAMI Automotive Inc.  

 (3) 持分法を適用していない非連結

子会社１社(鈴木自動車工業㈱)

は、連結純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性が乏しいため

持分法の適用範囲から除外してい

ます。 

(3) 同左 

 (4) 持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、㈱スズキスポーツは決算日

が４月30日であるため、１月31日

現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を、その他の会社について

は各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しています。 

(4)  持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しています。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

(1) 連結子会社のうち、30社の決算日

は12月31日であるが、うち５社につ

いては３月31日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表で連結していま

す。その他の25社については、連結

決算日との間に生じた取引について

連結決算上重要な影響を与えないた

め、各社の財務諸表に基づいて連結

しています。 

・仮決算を実施して連結している会社 

Magyar Suzuki Corporation Ltd. 

他４社 

・各社の財務諸表に基づいて連結して

いる会社 

Suzuki Motor Iberica,S.A. 

Suzuki Australia Pty.Ltd. 

他23社 
 

(1) 連結子会社のうち、31社の決算日

は12月31日であるが、うち５社につ

いては３月31日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表で連結していま

す。その他の26社については、連結

決算日との間に生じた取引について

連結決算上重要な影響を与えないた

め、各社の財務諸表に基づいて連結

しています。 

・仮決算を実施して連結している会社 

Magyar Suzuki Corporation Ltd. 

他４社 

・各社の財務諸表に基づいて連結して

いる会社 

Suzuki Motor Iberica,S.A. 

Suzuki Australia Pty.Ltd. 

他24社 
 

(2) その他の連結子会社の決算日は、

連結決算日と同一です。 

(2) 同左 

― 58 ―



 
  

項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移

動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左  

  

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

 (ロ)デリバティブ 

時価法 

(ロ)デリバティブ 

同左 

 (ハ)たな卸資産 

主として総平均法による原価

法（連結貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

(ハ)たな卸資産 

主として総平均法による原価

法（連結貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

 （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号 平成18年

７月５日)を適用し、評価基準に

ついては、「主として総平均法

による低価法」から「主として

総平均法による原価法（連結貸

借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方

法）」に変更しています。 

 これによる当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響

は軽微です。 

─────── 

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

 

(イ)有形固定資産（リース資産を

除く） 

 当社及び国内連結子会社は主

として定率法、在外連結子会社

は主として定額法を採用してい

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

 建物及び構築物   ３～75年 

 機械装置及び運搬具 ３～15年 

(イ)有形固定資産（リース資産を

除く） 

 同左  

 

(ロ)無形固定資産（リース資産を

除く） 

定額法を採用しています。 

(ロ)無形固定資産（リース資産を

除く） 

同左 

― 59 ―



 
  

項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 

(ハ)リース資産 

所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用す

る減価償却方法と同一の方法

を採用しています。 

(ハ)リース資産 

所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

同左 

 

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とした

定額法を採用しています。残

存価額は、リース契約上の残

価保証の取決めがあるものは

当該残価保証額とし、それ以

外のものは零としています。 

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

同左 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

支出時に全額費用として処理

をしています。 

(3) 繰延資産の処理方法 

同左 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しています。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)投資損失引当金 

時価のない有価証券及び出資

金の損失に備えて、帳簿価額と

実質価額との差額を計上してい

ます。 

 なお、当該引当金は、前連結

会計年度までは「株式評価引当

金」と表示していました。 

(ロ)投資損失引当金 

時価のない有価証券及び出資

金の損失に備えて、帳簿価額と実

質価額との差額を計上していま

す。 

  

 (ハ)製品保証引当金 

販売した製品のアフターサー

ビスに対する費用の支出に備え

るため、原則として保証書の約

款に従い過去の実績を基礎にし

て計上しています。 

(ハ)製品保証引当金 

同左 

 (ニ)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ています。 

(ニ)役員賞与引当金 

同左  
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 

(ホ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しています。 

過去勤務債務については、各

連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により按分した額を費

用処理しています。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間による定

額法により按分した額を、それ

ぞれの発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしていま

す。 

(ホ)退職給付引当金 

同左 

 

 (ヘ)役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、役員退職慰

労金規則に基づき、期末要支給

額を計上していましたが、平成

18年6月29日の定時株主総会終結

の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止し、当該定時株主総会

において、重任する役員につい

ては、それまでの在任年数に基

づき、退任時に役員退職慰労金

を支給することを決議しまし

た。当連結会計年度末はその支

給見込額を計上しています。 

また、一部の連結子会社にお

いて、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、役員退職慰労金

規則に基づき、期末要支給額を

計上しています。 

(ヘ)役員退職慰労引当金 

同左 

 (ト)製造物賠償責任引当金 

北米向け輸出製品に対して、

「製造物賠償責任保険」(ＰＬ保

険)で補填されない損害賠償金の

支払に備えるため、過去の実績

を基礎に会社負担見込額を算出

計上しています。 

(ト)製造物賠償責任引当金 

同左 

 (チ)リサイクル引当金 

当社製品のリサイクル費用に

備えるため、販売実績に基づい

てリサイクル費用見込額を計上

しています。 

(チ)リサイクル引当金 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 

 

ファイナンス・リース取引に係る

収益の計上基準 

リース料の回収期限到来時に

売上高と売上原価を計上する方

法によっています。 

ファイナンス・リース取引に係る

収益の計上基準 

同左 

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しています。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて計

上しています。 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

同左 

 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採

用しています。なお、為替予約

については、振当処理の要件を

満たしているものは振当処理を

採用しています。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建取引(売掛債権、予定取

引等)の為替相場変動リスクに対

して為替予約取引を、借入金の

支払利息の範囲内での金利変動

リスクに対して金利スワップ取

引をヘッジ手段として用いてい

ます。 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (ハ)ヘッジ方針 

為替相場及び市場金利の変動

によるリスクを回避することを

目的としています。ヘッジ取引

のうち、為替予約取引について

のリスク管理は主に社内の規程

に基づき輸出部門で行っていま

すが、取引があった都度財務部

門に報告されており、また、金

利スワップについてのリスク管

理は主に社内の規程に基づき財

務部門が行っています。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、予

定取引を含めた外貨建取引にお

いて同一金額で同一期日の為替

予約を行っているため、その後

の為替相場の変動による相関関

係は完全に確保されており、そ

の判定をもって有効性の判定に

代えています。 

また、金利スワップ取引につ

いては、ヘッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続して相

場変動又はキャッシュ・フロー

の変動を完全に相殺するものと

想定できるため、その判定をも

って有効性の判定に代えていま

す。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 
(8) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

(8) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっていま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用していま

す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

５年間の定額法により償却を行っ

ています。 

同左 

  
７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなります。 

同左 
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【会計方針の変更】 
  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に 

  関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成におけ

る在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実

務対応報告第18号 平成18年５月17 日)を適用し、

連結決算上必要な修正を行っています。 

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

す。 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっていましたが、当連結会計年度より「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 

平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度  

委員会）、平成19年３月30日改正）を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってい

ます。 

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微で

す。 

─────── 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

─────── 

─────── 

 

  

 

  

 

  

  

─────── 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

（重要な収益及び費用の計上基準） 
当連結会計年度より「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適

用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当

連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事契約については工事進行基準

を、その他の工事契約については工事完成基準を適

用しています。 

  これによる当連結会計年度の売上高、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 

平成20年７月31日）を適用しています。 

 これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありま

せん。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額はありません。 
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【表示方法の変更】 
  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

(連結貸借対照表関係) 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平

成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となること

に伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しています。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ360,287百万

円、21,982百万円、58,489百万円です。 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において、流動負債の「短期借入

金」に含めていた「1年内返済予定の長期借入金」

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記することとしました。なお、前連結会計年度の

流動負債の「短期借入金」に含まれる「1年内返済予

定の長期借入金」は14,442百万円です。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度において、「社債の発行及び長期

借入れによる収入」として掲記されていたものは、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より

「長期借入れによる収入」「その他」に区分掲記し

ています。なお、前連結会計年度に含まれる「長期

借入れによる収入」は、27,090百万円です。 

─────── 

また、前連結会計年度において、「社債の償還及

び長期借入れの返済による支出」として掲記されて

いたものについても同様に、当連結会計年度より

「長期借入金の返済による支出」「その他」に区分

掲記しています。なお、前連結会計年度に含まれる

「長期借入金の返済による支出」「その他」は、そ

れぞれ△2百万円、△1,140百万円です。 
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【注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度 

(平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

１ ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保付債務は次のとおりです。 

   

受取手形及び売掛金 376百万円

商品及び製品 203 〃

有形固定資産 2,188 〃

  計 2,767百万円

  

  

  

短期借入金 141百万円

長期借入金 42 〃

その他(固定負債) 822 〃

  計 1,005百万円

１ ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保付債務は次のとおりです。 

   

受取手形及び売掛金 142百万円

商品及び製品 36 〃

仕掛品 16 〃

原材料及び貯蔵品 34 〃

有形固定資産 1,155 〃

 計 1,386百万円

 

短期借入金 174百万円

一年内返済予定の長期借入金 17 〃

長期借入金 1 〃

その他(固定負債) 857 〃

 計 1,050百万円

２ ※２ 一年以内に返済される長期借入金を含んでい

ます。 

 

─────── 

 
 

３ ※３ 有形固定資産に対する減価償却累計額 

   
 1,205,024百万円

２ ※２ 有形固定資産に対する減価償却累計額 

   
1,315,414百万円

４ ※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりです。 

   

投資有価証券 26,703百万円

出資金 25,769 〃

３ ※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりです。 

   

投資有価証券 16,594百万円

出資金 26,686 〃

５ 偶発債務 

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っています。 

   
  

CAMI Automotive Inc. 29,469百万円

江西昌河鈴木汽車有限責任公司 6,681 〃

PT Suzuki Finance Indonesia 4,376 〃

Suzuki International Europe 
 G.m.b.H.の販売店 

2,357 〃

浜松ケーブルテレビ㈱ 1,277 〃

その他 140 〃

  計 44,302百万円

４ 偶発債務 

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っています。 

 

PT Suzuki Finance Indonesia 4,491百万円

Suzuki International Europe 
 G.m.b.H.の販売店 

1,138 〃

浜松ケーブルテレビ㈱ 1,006 〃

その他 361 〃

 計 6,997百万円

 

６ 輸出手形割引高            610百万円 

  

５ 輸出手形割引高              318百万円 

  

７ 当社は効率的な資金調達を行うため、取引銀行５ 

 行とコミットメント契約を締結しています。 

当連結会計年度末におけるコミットメント契約に

係る借入未実行残高は、次のとおりです。 

 

コミットメント契約の総額 155,000百万円

借入実行残高 ―

  差引額 155,000百万円
 

６ 同左 
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(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

１ ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりです。 

 
  

発送費 58,880百万円

広告宣伝費 79,668 〃

販売奨励費 49,770 〃

販売促進費 74,688 〃

賃金給料 65,581 〃

減価償却費 20,912 〃

研究開発費 114,961 〃

役員賞与引当金繰入額 270 〃

退職給付費用 3,637 〃

役員退職慰労引当金繰入額 2 〃

製造物賠償責任引当金繰入額 1,219 〃

製品保証引当金繰入額 31,444 〃

リサイクル引当金繰入額 50 〃

１ ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりです。 

 
  

発送費 56,207百万円

広告宣伝費 52,728 〃

販売奨励費 47,829 〃

販売促進費 41,691 〃

賃金給料 63,739 〃

減価償却費 18,424 〃

研究開発費 108,784 〃

役員賞与引当金繰入額 165 〃

退職給付費用 3,814 〃

役員退職慰労引当金繰入額 0 〃

製品保証引当金繰入額 36,985 〃

リサイクル引当金繰入額 28 〃

２ ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

 
  

工具、器具及び備品 809百万円

機械装置及び運搬具 420 〃

土地他 252 〃

  計 1,482百万円

２ ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

 
  

工具、器具及び備品 75百万円

機械装置及び運搬具 629 〃

土地他 118  〃

 計 824百万円

３ ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

 
  

機械装置及び運搬具 510百万円

土地他 197 〃

  計 708百万円

３ ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

 
  

機械装置及び運搬具 691百万円

土地他 99 〃

 計 790百万円

４ ※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                  114,961百万円 

４ ※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                     108,784百万円 

当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

５ ※５ 減損損失 

資産グループ化は、事業用資産・貸与資産に区分

し、それぞれの事業所単位としています。 

 営業拠点における資産グループ等のうち、時価が著

しく下落した資産グループ等の帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（主に土地316百

万円）として特別損失に計上しました。 

 なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額

により測定しており、土地については合理的に算定し

た価額により評価しています。           

 

当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

─────── 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度 (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加16,420,227株は、自己株式の買い付けによる増加16,413,000株、単元未

満株式の買取りによる増加7,227株です。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少2,453株は、転換社債の転換による減少500株、単元未満株式の売り渡し

による減少1,953株です。 

  
２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

 
前連結会計年度末 

株式数 
（株）

当連結会計年度
増加株式数 
（株）

当連結会計年度 
減少株式数 
（株）

当連結会計年度末
株式数 
（株）

発行済株式   

普通株式 542,647,091 ― ― 542,647,091 

自己株式   

普通株式 91,594,918 16,420,227 2,453 108,012,692 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 3,608 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式 3,608 8.00 平成20年９月30日 平成20年11月28日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 3,477 利益剰余金 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の発行済株式の株式数の増加14,740,213株は、転換社債の転換による新株式の発行によるもので

す。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加11,906株は、自己株式の買い付けによる増加9,500株及び単元未満株式

の買取りによる増加2,406株です。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の減少107,951,353株は、フォルクスワーゲンＡＧへの第三者割当による自己

株式の処分による減少107,950,000株、転換社債の転換による減少1,000株及び単元未満株式の売り渡しによ

る減少353株です。 

  
２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

 
前連結会計年度末 

株式数 
（株）

当連結会計年度
増加株式数 
（株）

当連結会計年度 
減少株式数 
（株）

当連結会計年度末
株式数 
（株）

発行済株式   

普通株式 542,647,091 14,740,213 ― 557,387,304 

自己株式   

普通株式 108,012,692 11,906 107,951,353 73,245 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 3,477 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月２日 
取締役会 

普通株式 2,173 5.00 平成21年９月30日 平成21年11月30日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 3,901 利益剰余金 7.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 136,915百万円

有価証券勘定 343,503 〃

  計 480,418百万円

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△49,328 〃

償還期間が３か月を超える 

債券等 
△3,293 〃

現金及び現金同等物 427,797百万円

 ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 147,394百万円

有価証券勘定 602,388 〃

 計 749,782百万円

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△8,305 〃

償還期間が３か月を超える 

債券等 
△158,020 〃

現金及び現金同等物 583,456百万円
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(リース取引関係) 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

オペレーティング・リース取引 

１ 借主側 

未経過リース料 

 
  

１年内 401百万円

１年超 1,213 〃

合計 1,614百万円

オペレーティング・リース取引 

１ 借主側 

未経過リース料 

 

１年内 310百万円

１年超 947 〃

合計 1,258百万円

２ 貸主側 

未経過リース料 

１年内 45百万円

１年超 6 〃

合計 51百万円

２ 貸主側 

未経過リース料 

１年内 6百万円

１年超 0 〃

合計 6百万円
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(金融商品関係) 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び有価証券等により行い、資金調達については

銀行等金融機関からの借入及び社債の発行により行っています。デリバティブは、金利変動リスクや為

替変動リスク等を回避するために利用し、投機的な取引は行いません。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

当社グループは、営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿

って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握し、リスク低

減を図っています。また、外貨建ての営業債権に係る為替変動リスクは、原則として為替予約を利用し

てヘッジしています。 

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行い、取締役会に報告しています。 

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。 

借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の

金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しています。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワ

ップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の

方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方

法」をご参照下さい。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って

行っており、実需の範囲で行うこととしています。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リス

クを軽減する為に、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。 

また、営業債務や借入金に係る流動性リスクは、当社グループ各社では、資金計画を作成するなどの

方法により管理しています。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記にお

けるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リス

クを示すものではありません。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

  

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注2)参

照)。 

 
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務額は純額で表示しており、正味の債務となる項目について

は、( )で示しています。 

  

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  

資産 

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。 

  

(3) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関す

る注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。 

  

負債 

(1) 買掛金、並びに(2) 短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。 

  

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価(百万円) 差額(百万円) 

(1) 現金及び預金 147,394 147,394 ―

(2) 受取手形及び売掛金 248,565 248,565 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券   

その他有価証券 261,867 261,867 ―

関連会社株式 5,937 6,618 680 

資産計 663,764 664,444 680 

(1) 買掛金 391,874 391,874 ―

(2) 短期借入金 221,320 221,320 ―

(3) 1年内返済予定の長期借入金 39,616 39,629 △13

(4) 新株予約権付社債 149,975 153,724 △3,749

(5) 長期借入金 136,104 136,559 △455

負債計 938,891 943,109 △4,218

デリバティブ取引(*)   

ヘッジ会計が適用されているもの 1,504 1,504 ―

ヘッジ会計が適用されていないもの (373) (373) ―
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(3) 1年内返済予定の長期借入金、並びに(5) 長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっています。 

  

(4) 新株予約権付社債 

新株予約権付社債の時価については、市場価格に基づき算定しています。 

  

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」に含めていません。 

  

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

(注4) 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」を参照ください。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を適

用しています。 

  

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 

譲渡性預金 452,000 

関連会社株式以外の非上場株式 18,952 

非上場の関連会社株式 10,656 

その他 5,054 

 
１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

現金及び預金 147,394 ―

受取手形及び売掛金 248,565 ―

有価証券及び投資有価証券  

その他有価証券のうち満期があるもの  

債券  

国債・地方債等 ― ―

社債 ― ―

その他 602,388 ―

合計 998,348 ―
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

 
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

  

(1) 株式 17,434 32,147 14,713 

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 57,126 59,483 2,357 

小計 74,560 91,631 17,070 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

  

(1) 株式 44,670 31,534 △13,135

(2) 債券 9,995 9,670 △324

(3) その他 ― ― ―

小計 54,665 41,205 △13,460

合計 129,226 132,836 3,610 

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

11,588 0 0 

 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 

非上場株式 21,486 

コマーシャル・ペーパー 1,998 

譲渡性預金 279,000 

 
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

(1) 債券   

国債・地方債等 ― ― ― ―

社債 ― ― ― ―

(2) その他 343,503 ― ― ―

合計 343,503 ― ― ―
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当連結会計年度(平成22年３月31日) 

１ その他有価証券 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
  

３ 評価損処理を行った有価証券 

当連結会計年度において、有価証券について19百万円（その他有価証券）評価損処理を行っていま

す。 

なお、評価損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ著しく下落した場合に、回復可

能性を考慮して必要と認められた額について評価損処理を行っています。 

  

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

  

(1) 株式 86,133 54,880 31,253 

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 145,343 145,039 303 

小計 231,476 199,919 31,557 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

  

(1) 株式 20,430 24,709 △4,279

(2) 債券 9,960 9,995 △34

(3) その他 ― ― ―

小計 30,390 34,704 △4,314

合計 261,867 234,624 27,242 

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

(1) 株式 36 29 ―

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 313,146 116 ―

合計 313,182 145 ―
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

当社グループは、通常の営業過程における輸出取引の為替相場の変動によるリスクを回避し、安定的

な利益確保を図る目的で為替予約取引を行っています。 

また、借入金の変動金利の支払利息を固定金利に換え、将来の金利市場における変動リスクを回避す

る目的で、金利スワップ取引を行っています。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っています。 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替予約取引については振当処理の要件を満たしている

ものは振当処理を採用しています。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建取引(売掛債権、予定取引等)については為替予約取引を、借入金については金利スワップ取

引を行っています。 

③ ヘッジ方針 

為替相場及び市場金利の変動によるリスクを回避することを目的とし、対象債権の範囲内でヘッジ

を行っています。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、予定取引を含めた外貨建取引において同一金額で同一期日の為替予約を

行っているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、その判定をもっ

て有効性の判定に代えています。 

また、金利スワップ取引については、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フローの変動を完全

に相殺するものと想定できるため、その判定をもって有効性の判定に代えています。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

通貨関連におけるデリバティブ取引については、主としてドル建て及びユーロ建ての売上契約に伴う

為替変動リスクをヘッジする目的であるため、外貨建売掛金及び成約高の範囲内で行うこととし、ま

た、金利関連のデリバティブ取引については、借入金の支払利息の範囲内での金利変動リスクのヘッジ

を目的としており、いずれの取引についても投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針です。

  

(3) 取引に係るリスクの内容 

為替予約取引及び金利スワップ取引は、為替相場及び市場金利の変動による期待利益の喪失というリ

スクを有していますが、それぞれ外貨建債権及び借入金の支払利息の範囲内での取引であり、実質的な

リスクはありません。また、取引は全て取引関係のある信用度の高い銀行と行っており、取引上の信用

リスクはないと判断しています。 
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(4) 取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引についてのリスク管理は主に社内の規程に基づき輸出部門で行っていますが、取引があ

った都度財務部門に報告されており、また、金利関連のデリバティブ取引についてのリスク管理は主に

社内の規程に基づき財務部門が行っています。また、デリバティブ取引の状況は定期的に担当役員に報

告されています。 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

全てヘッジ会計を適用している為、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(平成22年３月31日) 

  

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

 
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 

  

(2) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 

  

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引 為替予約取引   

以外の取引 売建   

 米ドル 160 ― △3 △3

 英ポンド 66 ― △6 △6

 買建   

 円 3,000 ― △48 △48

合計 3,226 ― △57 △57

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引 金利スワップ取引   

以外の取引 支払固定・ 11,757 11,757 △315 △315

 受取変動   

合計 11,757 11,757 △315 △315
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２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1) 通貨関連 

 
(注) １ 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 

     ２ 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。 

  

(2) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 

  

ヘッジ会計 
の方法 

取引の種類 主なヘッジ対象 
契約額等 
(百万円) 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的 為替予約取引   

処理方法 売建 売掛金  

 米ドル  18,742 ― △7

 ユーロ  46,147 ― 3,364 

 カナダドル  10,141 ― △330

 
オーストラリア 
ドル  10,170 ― △240

 
ニュージーランド
ドル  1,878 ― △9

 英ポンド  3,530 ― 74 

 買建 買掛金  

 米ドル  208 ― 12 

 ユーロ  35,163 ― △887

 円  9,529 ― △495

為替予約等 為替予約取引   

の振当処理 売建 売掛金  

 米ドル  9,831 ― (注) ２

 ユーロ  11,221 ― (注) ２

 カナダドル  2,698 ― (注) ２

 
オーストラリア 
ドル 

 1,557 ― (注) ２

 
ニュージーランド
ドル 

 329 ― (注) ２

 英ポンド  2,040 ― (注) ２

 買建 買掛金  

 米ドル  94 ― (注) ２

 円  298 ― (注) ２

合計 163,584 ― 1,480 

ヘッジ会計 
の方法 

取引の種類 主なヘッジ対象 
契約額等 
(百万円) 

契約額等の 
うち１年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

原則的 金利スワップ取引 長期借入金  

処理方法 支払固定・  62,423 ― 24 

 受取変動   

合計 62,423 ― 24 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社はキャッシュバランス型の企業年金制度及び退職一時金制度を、一部の連結子会社は確定給付型の

企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けています。 

  

  

 
(注) １ 臨時に支払う割増退職金は含めていません。 

２ 一部の子会社は、退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

  

  

 
(注) 簡便法を採用している子会社の退職給付費用は、「（1）勤務費用」に計上しています。 

  

  

 
  

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項)

項目 金額(百万円)

(1) 退職給付債務 △104,885

(2) 年金資産 62,081 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △42,804

(4) 未認識数理計算上の差異 7,578 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △6,864

(6) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5) △42,090

３ 退職給付費用に関する事項

項目 金額(百万円)

(1) 勤務費用 6,164 

(2) 利息費用 1,613 

(3) 期待運用収益 △536

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 973 

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △718

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 7,496 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 主として2.00％

(3) 再評価率 1.50％

(4) 期待運用収益率 0.77％～1.90％

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 主に15年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分額を費

用処理しています。） 

(6) 数理計算上の差異の処理年数 主に15年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、発生時の

翌連結会計年度から費用処理することとしています。） 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当社はキャッシュバランス型の企業年金制度及び退職一時金制度を、一部の連結子会社は確定給付型の

企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けています。 

  

  

 
(注) １ 臨時に支払う割増退職金は含めていません。 

２ 一部の子会社は、退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

  

  

 
(注) 簡便法を採用している子会社の退職給付費用は、「（1）勤務費用」に計上しています。 

  

  

 
  

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

項目 金額(百万円)

(1) 退職給付債務 △103,031

(2) 年金資産 65,834 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △37,197

(4) 未認識数理計算上の差異 4,005 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △6,145

(6) 退職給付引当金(3)＋(4)＋(5) △39,337

３ 退職給付費用に関する事項

項目 金額(百万円)

(1) 勤務費用 6,961 

(2) 利息費用 1,592 

(3) 期待運用収益 △259

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 881 

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △718

(6) 退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 8,457 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 主として2.00％

(3) 再評価率 1.50％

(4) 期待運用収益率 0.58％～1.90％

(5) 過去勤務債務の額の処理年数 主に15年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分額を費

用処理しています。） 

(6) 数理計算上の差異の処理年数 主に15年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、発生時の

翌連結会計年度から費用処理することとしています。） 
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(税効果会計関係) 

  

 
  

(賃貸等不動産関係) 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成

20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第23号 平成20年11月28日)を適用しています。 

  

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。 

   

(繰延税金資産)  

減価償却超過 61,325百万円

諸引当金 43,971 〃

未実現利益 21,330 〃

有価証券評価損 20,689 〃

減損損失 11,362 〃

税法上の繰延資産 6,734 〃

その他 81,007 〃

繰延税金資産小計 246,421百万円

評価性引当額 △16,545 〃

繰延税金資産合計 229,876百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △1,297百万円

連結子会社の時価評価に伴う 
評価差額 

△6,218 〃

固定資産圧縮積立金 △3,002 〃

その他 △1,377 〃

繰延税金負債合計 △11,894百万円

繰延税金資産の純額 217,981百万円

 流動資産－繰延税金資産 99,121百万円

 固定資産－繰延税金資産 124,246 〃

 固定負債－繰延税金負債 △5,385 〃

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。 

  

(繰延税金資産)  

減価償却超過 66,322百万円

諸引当金 42,151 〃

未実現利益 18,434 〃

有価証券評価損 16,901 〃

減損損失 11,356 〃

税法上の繰延資産 5,279 〃

その他 78,149 〃

繰延税金資産小計 238,595百万円

評価性引当額 △23,811 〃

繰延税金資産合計 214,784百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △10,812百万円

連結子会社の時価評価に伴う 
評価差額 

△6,724 〃

固定資産圧縮積立金 △2,812 〃

その他 1,199 〃

繰延税金負債合計 △19,149百万円

繰延税金資産の純額 195,634百万円

流動資産－繰延税金資産 97,657百万円

固定資産－繰延税金資産 101,277 〃

固定負債－繰延税金負債 △3,299 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 39.8％

(調整)  

評価性引当 14.4％

税額控除 △3.0〃

在外連結子会社の税率差 △2.5〃

その他 1.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 39.8％

(調整)  

評価性引当 7.9％

税額控除 △0.2〃

在外連結子会社の税率差 △3.7〃

その他 △0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5％
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
  

 
(注) 1 事業の区分は、市場及び販売方法の類似性に内部管理上採用している区分を加味した方法によっています。 

     2 各事業区分の主要製品 

 
二輪車 
(百万円) 

四輪車 
(百万円) 

特機等 
(百万円) 

金融 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に 
対する売上高 454,349 2,453,574 66,628 30,336 3,004,888 － 3,004,888 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 70,438 92 48,357 118,887 (118,887) － 

計 454,349 2,524,012 66,720 78,693 3,123,776 (118,887) 3,004,888 

 営業費用 460,765 2,454,963 57,485 74,700 3,047,915 (119,953) 2,927,962 

 営業利益又は営業損失
(△) 

△6,416 69,049 9,234 3,993 75,860 1,065 76,926 

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   

 資産 255,227 1,317,375 60,363 159,900 1,792,867 364,981 2,157,849 

 減価償却費 17,192 121,773 2,218 20 141,203 － 141,203 

 減損損失 5 314 23 0 344 － 344 

 資本的支出 20,947 179,394 3,650 1 203,994 － 203,994 

 
二輪車 
(百万円) 

四輪車 
(百万円) 

特機等 
(百万円) 

金融 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

 (1)外部顧客に 
対する売上高 262,910 2,129,276 45,314 31,562 2,469,063 － 2,469,063 

 (2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 54,689 112 48,009 102,810 (102,810) － 

計 262,910 2,183,965 45,427 79,571 2,571,874 (102,810) 2,469,063 

 営業費用 283,967 2,093,356 40,120 75,755 2,493,200 (103,505) 2,389,695 

 営業利益又は営業損失
(△) 

△21,057 90,608 5,306 3,815 78,673 694 79,368 

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出 

   

 資産 202,444 1,320,542 47,995 173,408 1,744,390 636,923 2,381,314 

 減価償却費 14,155 125,571 2,100 18 141,846 － 141,846 

 減損損失 － 0 － － 0 － 0 

 資本的支出 12,279 106,819 1,143 1 120,244 － 120,244 

事業区分 主  要  製  品 

二輪車 小型二輪自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車、バギー 

四輪車 軽自動車、小型自動車、普通自動車 

特機等 船外機、雪上車用等エンジン、電動車両、住宅 

金 融 販売金融等 
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     3 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産(前連結会計年度445,406百万円、当連結会計年度 

        696,989百万円)の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券 等)、長期投資資金(投資有価 

        証券)に係る資産等です。 

     4 事業区分の方法の変更 

  前連結会計年度 

    従来、事業を「二輪車」「四輪車」「その他」の３区分としていましたが、当連結会計年度より、当社グル 

   ープの事業内容をより明瞭に示すため、金融事業を区分し、「二輪車」「四輪車」「特機等」「金融」の４区 

   分に変更しています。 

     この結果、当連結会計年度は、従来の方法に比較して、売上高については「四輪車」において40,102百万 

   円、「金融」において78,693百万円、「特機等」において92百万円増加し、「消去又は全社」において 

   118,887百万円減少しています。また、営業利益については「四輪車」において5,058百万円減少し、「金融」 

   において3,993百万円、「消去又は全社」において1,065百万円増加しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 

 
日本 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他 
の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

 (1)外部顧客に対する
売上高 1,345,370 610,132 222,285 737,349 89,750 3,004,888 － 3,004,888

 (2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

478,496 8,503 3,316 15,550 0 505,866 (505,866) －

計 1,823,866 618,636 225,601 752,900 89,750 3,510,755 (505,866) 3,004,888

営業費用 1,795,084 615,525 249,744 717,580 88,006 3,465,941 (537,979) 2,927,962

営業利益又は営業 
損失(△) 28,782 3,110 △24,143 35,320 1,744 44,814 32,112 76,926

Ⅱ 資産 1,068,052 180,015 74,046 410,050 23,715 1,755,880 401,969 2,157,849

 
日本 

(百万円) 
欧州 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他 
の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

 (1)外部顧客に対する
売上高 1,115,963 415,890 127,136 742,631 67,440 2,469,063 － 2,469,063

 (2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

372,500 7,590 1,744 37,996 0 419,832 (419,832) －

計 1,488,463 423,481 128,881 780,628 67,441 2,888,895 (419,832) 2,469,063

営業費用 1,454,336 418,913 140,524 724,461 66,219 2,804,456 (414,760) 2,389,695

営業利益又は営業 
損失(△) 34,126 4,567 △11,642 56,166 1,221 84,439 (5,071) 79,368

Ⅱ 資産 995,360 177,714 36,047 503,777 29,320 1,742,220 639,093 2,381,314
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(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

     2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

       (1) 欧    州 …… ハンガリー、英国、ドイツ 

       (2) 北    米 …… 米国、カナダ 

       (3) ア  ジ  ア …… インド、インドネシア、パキスタン 

       (4) その他の地域 …… オーストラリア、コロンビア 

3 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産(前連結会計年度445,406百万円、当連結会計年度 

  696,989百万円)の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券 等)、長期投資資金(投資有 

   価証券)に係る資産等です。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

   

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

     2 各区分に属する主な国又は地域 

       (1) 欧    州 …… ハンガリー、英国、ドイツ 

       (2) 北    米 …… 米国、カナダ 

       (3) ア  ジ  ア …… インド、インドネシア、中国 

       (4) その他の地域 …… オーストラリア、コロンビア 

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 737,945 234,766 791,829 274,780 2,039,321 

Ⅱ 連結売上高(百万円) 3,004,888 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%) 24.6 7.8 26.4 9.1 67.9 

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 451,145 131,824 771,726 161,808 1,516,504 

Ⅱ 連結売上高(百万円) 2,469,063 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(%) 18.3 5.3 31.3 6.6 61.4 
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【関連当事者情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年

10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号

平成18年10月17日）を適用しています。 

これによる当連結会計年度の開示対象の追加はありません。 
  

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

 
（注）１ 取引金額には消費税等を含んでいません。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     CAMI Automotive Inc.に対して、金融機関からの借入につき、債務保証を行ったものです。 

  

(ロ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

 
（注）取引金額には消費税等を含んでいません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

 
（注）取引金額には消費税等を含んでいません。 

  

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

関連 
会社 

CAMI 
Automotive 
Inc. 

カナダ 

オンタリオ州 

インガソル市 

千カナダ 

ドル 

363,578 

四輪車
製造業 

(所有) 

直接50.0 

当社の製品の
製造、販売 

債務保証 29,469 ― ―

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 鈴木 修 ― ― 

当社代表取締役
会長兼社長 

(被所有) 

0.1 

当社代表取締役
会長兼社長  
財団法人スズキ
財団理事長 
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当社代表取締役
会長兼社長 

(被所有) 

0.1 

当社代表取締役
会長兼社長  
財団法人スズキ
教育文化財団理
事長 

寄付 15 ― ―

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 鈴木 修 ― ― 

当社代表取締役
会長兼社長 

(被所有) 

0.1 

当社代表取締役
会長兼社長  
財団法人スズキ
財団理事長 

寄付 20 ― ―

当社代表取締役
会長兼社長 

(被所有) 

0.1 

当社代表取締役
会長兼社長  
財団法人スズキ
教育文化財団理
事長 

寄付 15 ― ―
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(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１  １株当たり純資産額 

 
  

２  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 1,471円20銭 

１株当たり当期純利益金額 61円68銭 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

53円97銭 

  

１株当たり純資産額 1,708円16銭 

１株当たり当期純利益金額 62円76銭 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

55円26銭 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 742,915 1,089,757 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 103,482 137,774 

（うち少数株主持分） (103,482) (137,774)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 639,432 951,983 

普通株式の発行済株式数（千株） 542,647 557,387 

普通株式の自己株式数（千株） 108,012 73 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数（千株） 434,634 557,314 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（百万円） 27,429 28,913 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 27,429 28,913 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 444,737 460,679 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（百万円） 21 21 

 (うち社債管理手数料(税額相当額控除後)) (21) (21)

 普通株式増加数（千株） 63,910 62,916 

 (うち新株予約権付社債) (49,107) (49,229)

 (うち転換社債) (14,802) (13,687)

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 
 当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在 
 株式の概要 

－ － 
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(重要な後発事象) 

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

当社の取引先であるGeneral Motors Corp.（以下

「GM社」）が、平成21年6月1日(現地時間）付けで米国

において連邦破産法第11章の適用を申請しました。 

当社は、平成22年6月3日開催の取締役会において、

フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフトを割当

先として、第三者割当による新株式発行を決議し、平成

22年6月23日に払込手続きが完了しました。その概要は

次のとおりです。  

  
１．今回の第三者割当による新株式発行の概要  

  
 (1) 発行新株式数     普通株式 3,660,000株  

 (2) 発行価額       1株につき 1,755円  

 (3) 発行価額の総額    6,423,300,000円  

 (4) 資本組入額      1株につき 877.50円  

 (5) 資本組入額の総額   3,211,650,000円  

 (6) 募集又は割当方法   第三者割当の方法による  

   （割当先）         フォルクスワーゲン・  

                        アクチエンゲゼルシャフト  

 (7) 払込期間           平成22年6月23日から  

                        平成22年7月5日  

 (8) 目的及び理由  

       当社の「第３回無担保転換社債」の償還期日到 

     来による転換の結果、平成22年3月末日時点にお 

     いて、フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼル 

     シャフト（以下「ＶＷ」）の保有する当社株式の 

     発行済株式総数に対する割合が19.89%を下回り  

     19.37%になったため、当社とＶＷとの間の契約に 

     従い、ＶＷの要請を受けたことに基づき、かかる 

     割合が19.89%になることを目的として行ったもの 

     です。  

 (9) 資金の使途         主として四輪車事業の研究  

                        開発に関する設備資金  

  
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び  

    資本金の額の推移  

  
    増資前発行済株式総数    557,387,304株  

     （増資前資本金     134,803,112,161円）  

    増資による増加株式数      3,660,000株  

     （増加資本金        3,211,650,000円）  

    増資後発行済株式総数    561,047,304株  

     （増資後資本金     138,014,762,161円） 

当社は、GM社に対する債権はありませんが、同社の

再建手続の進展によっては取立不能または取立遅延の

対象になり得る、GM社の関係会社に対する債権等は下

記のとおりです。 

 
１ GM社の概要 

(1) 商号 General Motors Corporation

(2) 所在地 300 Renaissance Center P.O.  
Box 300 Detroit, MI 48265-3000,USA

(3) 代表者 President and Chief Executive 
Officer

 Frederick A. Henderson 

(4) 資本金 1,017百万U.S.ドル 
（平成20年12月31日現在）

(5) 主な事業 

  内容 

四輪車の開発、製造並びに販売 

 
２ GM社及びGM社の関係会社に対する債権の種類、金額

（平成21年5月27日現在）及び純資産に対する割合 

(1) GM社及びGM社の米国内関係会社に対する債権等 

当社及び当社関係会社の、GM社及びGM社の米国

内関係会社に対する債権等はありません。 

(2) CAMI Automotive Inc.（注1）に対する債権等 

 (3) General Motors Espana, S.L.（GM社子会社）に対

する債権等（オペルブランドのOEM車） 

① 当社の売掛債権 2億円

② 当社の出資額 
  （帳簿価額）

41億円

③ 当社の債務保証額 381億円
(400百万U.S.ドル)

 (4) その他のGM社関係会社に対する債権等 

当社子会社の売掛債権 58億円
(43百万ユーロ)

 (注1) CAMI Automotive Inc.は、General Motors 

of Canada Ltd. （GM社子会社）の子会社

で、当社が49.99％出資の合弁会社。同社

は、General Motors of Canada Ltd.に対

し、債権等67億円(78百万カナダドル…平成

21年4月30日現在）を保有。  

① 当社の売掛債権 
  (内、担保付債権額） 

40億円
(38億円)

② 当社の貸付金(担保付) 190億円
(200百万U.S.ドル)

③ 当社子会社の売掛債権 4億円

(注2) 為替換算レート…１U.S.ドル＝95.14円TTM他

（平成21年5月27日現在） 
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(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度

(5) 直近の連結会計年度の末日（平成21年3月31日）に

おける、当社連結純資産に対する割合 
 

 

連結純資産 7,429億円

当社及び当社子会社の債権額 3.96%

当社の出資額 0.55%

当社の債務保証額 5.13%
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

 
  

（注）１  新株予約権付社債に関する記載は、次のとおりです。 

 
  （※）１ 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて

当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみな

します。 

  （※）２ 平成22年６月３日の取締役会決議に基づき、平成22年６月23日にフォルクスワーゲンＡＧに対し

て行った第三者割当による新株式の発行が、転換価額の調整事由に該当することから、社債要項

の規定に従い、平成22年6月24日付けで3,021.60円から3,020.20円に転換価額の調整を行っていま

す。 

  

２  「前期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。 

３  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりです。 

 
  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％)

担保 償還期限

スズキ㈱ 
第３回無担保転換
社債 

平成14年
３月22日 

29,605 
(29,605) 

― ― なし
平成22年
３月31日 

スズキ㈱ 

130％コールオプ
ション条項付第４
回無担保転換社債
型新株予約権付社
債(注１) 

平成18年
６月27日 149,975 149,975 ― なし

平成25年
３月29日 

合計 ― ― 179,580 

(29,605) 
149,975 ― ― ―

発行すべき株式 普通株式

新株予約権の発行価額 (円) 無償

株式の発行価格 (円)（※２） 3,021.60 

発行価額の総額 (百万円) 150,000 

新株予約権の行使により発行した株式の発行

価額の総額 (百万円) 
―

新株予約権の付与割合 (％) 100 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月１日
至 平成25年３月28日 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

５年超 
(百万円) 

― ― 149,975 ― ― ―
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【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２ リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー

ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 

３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後におけ

る返済予定額は以下のとおりです。 

 
  

(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報 

 
  

  

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 384,567 221,320 1.35 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 14,442 39,616 1.52 ―

１年以内に返済予定のリース債務 78 72 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 102,757 136,104 1.6 

平成23年４月～
平成28年５月 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) 96 66 ― 

平成23年４月～
平成28年８月 

その他有利子負債 

長期預り保証金 
9,652 9,973 3.25 なし

計 511,594 407,154 ― ―

 
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内 

(百万円)
５年超
(百万円)

長期借入金 55,475 42,426 12,532 10,967 14,701 

リース債務 37 22 5 0 1 

その他有利子負債 ― ― ― ― ―

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

 
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日

自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日

自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日

売上高(百万円) 577,143 604,416 597,271 690,232 

税金等調整前四半期純利益

(百万円) 
12,550 26,539 17,210 36,199 

四半期純利益(百万円) 2,138 10,376 2,979 13,419 

１株当たり四半期純利益 

金額(円) 
4.92 23.87 6.85 25.84 
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２ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 
 ① 【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,322 59,717

受取手形 651 710

売掛金 ※2  152,461 ※2  155,488

有価証券 284,019 454,760

商品及び製品 58,607 46,828

仕掛品 18,863 12,228

原材料及び貯蔵品 9,500 8,313

前払費用 1,065 789

繰延税金資産 65,845 69,068

短期貸付金 574 16,373

関係会社短期貸付金 18,029 9,740

未収入金 ※2  40,603 ※2  31,929

その他 ※4  4,721 ※4  36,261

貸倒引当金 △62 △2,555

流動資産合計 705,203 899,655

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  64,798 ※1  64,718

構築物（純額） 13,698 12,842

機械及び装置（純額） 65,308 43,849

車両運搬具（純額） 519 324

工具、器具及び備品（純額） 12,055 10,740

土地 ※1  84,677 ※1  85,117

建設仮勘定 4,033 8,776

有形固定資産合計 ※3  245,091 ※3  226,369

無形固定資産   

施設利用権 38 33

無形固定資産合計 38 33

投資その他の資産   

投資有価証券 94,211 134,540

関係会社株式 194,774 195,345

出資金 210 108

関係会社出資金 36,220 39,416

長期貸付金 19,788 32,680

関係会社長期貸付金 1,964 4,447

長期前払費用 180 34

繰延税金資産 117,879 94,789

その他 1,497 14,493

貸倒引当金 △16 △15

投資損失引当金 △14,626 △16,877

投資その他の資産合計 452,086 498,964

固定資産合計 697,216 725,367

資産合計 1,402,420 1,625,023
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  311,599 ※2  351,948

短期借入金 231,000 163,564

1年内返済予定の長期借入金 － 18,680

1年内償還予定の転換社債 29,605 －

リース債務 12 19

未払金 22,150 13,426

未払費用 ※2  94,149 ※2  61,997

未払法人税等 － 520

前受金 3,091 5,796

預り金 ※2  33,086 ※2  43,483

製品保証引当金 35,013 30,891

役員賞与引当金 220 165

その他 79 874

流動負債合計 760,009 691,367

固定負債   

新株予約権付社債 149,975 149,975

長期借入金 49,899 77,078

退職給付引当金 16,896 13,768

役員退職慰労引当金 1,550 1,410

製造物賠償責任引当金 7,193 5,854

リサイクル引当金 1,230 1,257

長期預り保証金 ※1  10,230 ※1  10,506

固定負債合計 236,976 259,851

負債合計 996,985 951,219
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 120,210 134,803

資本剰余金   

資本準備金 126,577 141,153

その他資本剰余金 11,564 －

資本剰余金合計 138,142 141,153

利益剰余金   

利益準備金 8,269 8,269

その他利益剰余金   

特別償却積立金 600 600

配当準備積立金 1,200 1,200

特別償却準備金 477 226

固定資産圧縮積立金 2,586 2,276

別途積立金 367,350 367,350

繰越利益剰余金 6,649 862

利益剰余金合計 387,132 380,784

自己株式 △241,849 △19

株主資本合計 403,635 656,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 738 16,219

繰延ヘッジ損益 1,060 862

評価・換算差額等合計 1,798 17,082

純資産合計 405,434 673,803

負債純資産合計 1,402,420 1,625,023
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② 【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  1,685,777 ※1  1,286,633

売上原価   

製品期首たな卸高 88,032 54,317

当期製品製造原価 1,313,767 1,028,821

合計 1,401,799 1,083,139

他勘定振替高 ※2  416 ※2  6,753

製品期末たな卸高 54,317 42,525

売上原価合計 1,347,065 1,033,860

売上総利益 338,711 252,773

販売費及び一般管理費   

販売費 ※3  203,835 ※3  146,469

一般管理費 ※3, ※6  123,453 ※3, ※6  94,296

販売費及び一般管理費合計 327,289 240,766

営業利益 11,422 12,006

営業外収益   

受取利息 3,516 2,262

有価証券利息 1,578 971

受取配当金 ※1  5,636 ※1  3,536

貸倒引当金戻入額 18 －

固定資産賃貸料 ※1  2,355 ※1  2,435

為替差益 18,098 4,479

雑収入 4,856 4,742

営業外収益合計 36,061 18,426

営業外費用   

支払利息 1,465 3,945

貸与資産減価償却費 1,443 1,202

貸倒引当金繰入額 － 13

投資損失引当金繰入額 12,036 7,090

有価証券評価損 27,420 2

雑支出 984 6,103

営業外費用合計 43,349 18,357

経常利益 4,133 12,075
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※4  421 ※4  5

投資有価証券売却益 0 4,843

特別利益合計 421 4,848

特別損失   

固定資産売却損 ※5  0 ※5  6

投資有価証券売却損 0 0

減損損失 ※7  296 －

特別損失合計 297 7

税引前当期純利益 4,257 16,917

法人税、住民税及び事業税 3,806 47

法人税等調整額 △2,835 9,784

法人税等合計 970 9,831

当期純利益 3,287 7,086
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【製造原価明細書】 

  

 
(注) ※１ 経費の主な内訳は次のとおりです。 

  

 
  

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

  

 
  

(原価計算の方法) 

当社の原価計算の方法は、組別工程別総合原価計算であり、標準原価を設定し、期中の受払いはす

べて標準原価をもって行い、期末に原価差額の調整を行っています。 

  

  (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費  1,167,782 81.7 897,410 80.0 

Ⅱ 労務費  84,544 5.9 74,134 6.6 

Ⅲ 経費 ※1 177,034 12.4 149,750 13.4 

  当期製造費用  1,429,361 100.0 1,121,294 100.0 

  期首半製品及び 
  仕掛品たな卸高 

 22,388 23,152  

合計  1,451,749 1,144,447  

  期末半製品及び 
  仕掛品たな卸高 

 23,152 16,532  

  他勘定振替高 ※2 114,829 99,093  

  当期製品製造原価  1,313,767 1,028,821  

    

項目
前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

減価償却費 69,752 69,526 

項目
前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

固定資産へ 4,248 4,021 

販売費及び一般管理費へ 110,580 95,072 

合計 114,829 99,093 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 120,210 120,210

当期変動額   

新株の発行 － 14,592

当期変動額合計 － 14,592

当期末残高 120,210 134,803

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 126,577 126,577

当期変動額   

新株の発行 － 14,575

当期変動額合計 － 14,575

当期末残高 126,577 141,153

その他資本剰余金   

前期末残高 11,565 11,564

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △19,348

自己株式処分差損の振替 － 7,783

当期変動額合計 △1 △11,564

当期末残高 11,564 －

資本剰余金合計   

前期末残高 138,143 138,142

当期変動額   

新株の発行 － 14,575

自己株式の処分 △1 △19,348

自己株式処分差損の振替 － 7,783

当期変動額合計 △1 3,010

当期末残高 138,142 141,153

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,269 8,269

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,269 8,269
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 600 600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 600 600

配当準備積立金   

前期末残高 1,200 1,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,200 1,200

特別償却準備金   

前期末残高 754 477

当期変動額   

特別償却準備金の積立 12 －

特別償却準備金の取崩 △288 △251

当期変動額合計 △276 △251

当期末残高 477 226

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 2,416 2,586

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 338 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △168 △310

当期変動額合計 169 △310

当期末残高 2,586 2,276

別途積立金   

前期末残高 333,350 367,350

当期変動額   

別途積立金の積立 34,000 －

当期変動額合計 34,000 －

当期末残高 367,350 367,350

繰越利益剰余金   

前期末残高 44,472 6,649

当期変動額   

特別償却準備金の積立 △12 －

特別償却準備金の取崩 288 251

固定資産圧縮積立金の積立 △338 －

固定資産圧縮積立金の取崩 168 310

別途積立金の積立 △34,000 －

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 3,287 7,086

自己株式処分差損の振替 － △7,783

当期変動額合計 △37,823 △5,786

当期末残高 6,649 862
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 391,063 387,132

当期変動額   

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 3,287 7,086

自己株式処分差損の振替 － △7,783

当期変動額合計 △3,930 △6,348

当期末残高 387,132 380,784

自己株式   

前期末残高 △219,471 △241,849

当期変動額   

自己株式の取得 △22,384 △4

自己株式の処分 5 241,835

当期変動額合計 △22,378 241,830

当期末残高 △241,849 △19

株主資本合計   

前期末残高 429,946 403,635

当期変動額   

新株の発行 － 29,167

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 3,287 7,086

自己株式の取得 △22,384 △4

自己株式の処分 4 222,487

当期変動額合計 △26,310 253,085

当期末残高 403,635 656,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 13,861 738

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,123 15,481

当期変動額合計 △13,123 15,481

当期末残高 738 16,219

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 9,566 1,060

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,505 △198

当期変動額合計 △8,505 △198

当期末残高 1,060 862

評価・換算差額等合計   

前期末残高 23,427 1,798

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,629 15,283

当期変動額合計 △21,629 15,283

当期末残高 1,798 17,082
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 453,374 405,434

当期変動額   

新株の発行 － 29,167

剰余金の配当 △7,217 △5,650

当期純利益 3,287 7,086

自己株式の取得 △22,384 △4

自己株式の処分 4 222,487

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,629 15,283

当期変動額合計 △47,939 268,368

当期末残高 405,434 673,803
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【重要な会計方針】 

  

   

項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 
 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品及び製品、仕掛品、及び原材

料 

主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性 

 の低下に基づく簿価切下げの方 

 法） 

(1) 商品及び製品、仕掛品、及び原材

料 

同左 

 (2) 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性 

 の低下に基づく簿価切下げの方 

 法） 

(2) 貯蔵品 

同左 

 （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基

準第９号 平成18年７月５日)を適

用し、評価基準については、「主と

して総平均法による低価法」から

「主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方

法）」に変更しています。 

 これによる当事業年度の営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微です。 

─────── 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

建物     ３～50年 

機械及び装置 ３～12年 

また、機械及び装置と工具、器具

及び備品は、製造部門において、稼

働時間に応じた当社独自の増加償却

を実施しています。 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

 
(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっています。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

 (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とした

定額法を採用しています。残存

価額は、リース契約上の残価保

証の取決めがあるものは当該残

価保証額とし、それ以外のもの

は零としています。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

 同左 

 (4) 長期前払費用 

均等償却を行っています。 

(4) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 支出時に全額費用として処理してい

ます。 

同左 

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算期末日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理していま

す。 

同左 

７ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してい

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 投資損失引当金 

時価のない有価証券及び出資金の

損失に備えて、帳簿価額と実質価額

との差額を計上しています。 

なお、当該引当金は、前事業年度

までは「株式評価引当金」と表示し

ていました。 

(2) 投資損失引当金 

時価のない有価証券及び出資金の

損失に備えて、帳簿価額と実質価額

との差額を計上しています。 

 

 (3) 製品保証引当金 

販売した製品のアフターサービス

に対する費用の支出に備えるため、

原則として保証書の約款に従い過去

の実績を基礎にして計上していま

す。 

(3) 製品保証引当金 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

 (4) 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額に基づき計上しています。 

(4) 役員賞与引当金 

同左 

 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しています。 

過去勤務債務については、各事業

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により按

分した額を費用処理しています。 

数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間による定額法により按分し

た額を、それぞれの発生の翌事業年

度から費用処理することとしていま

す。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

 (6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員退職慰労金規則に基づ

き、期末要支給額を計上していまし

たが、平成18年６月29日の定時株主

総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、当該定時株主総会

において、重任する役員について

は、それまでの在任年数に基づき、

退任時に役員退職慰労金を支給する

ことを決議しました。当事業年度末

はその支給見込額を計上していま

す。 

(6) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (7) 製造物賠償責任引当金 

北米向け輸出製品に対して、「製

造物賠償責任保険」(ＰＬ保険)で補

填されない損害賠償金の支払に備え

るため、過去の実績を基礎に会社負

担見込額を算出し計上しています。 

(7) 製造物賠償責任引当金 

同左 

 (8) リサイクル引当金 

当社製品のリサイクル費用に備え

るため、販売実績に基づいてリサイ

クル費用見込額を計上しています。 

(8) リサイクル引当金 

同左 
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項目 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

８ ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用していま

す。なお、為替予約については、振

当処理の要件を満たしているものは

振当処理を採用しています。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建取引(売掛債権、予定取引

等)の為替相場変動リスクに対して

為替予約取引を、借入金の支払利息

の範囲内での金利変動リスクに対し

て金利スワップ取引をヘッジ手段と

して用いています。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

為替相場及び市場金利の変動によ

るリスクを回避することを目的とし

ています。ヘッジ取引のうち、為替

予約取引についてのリスク管理は社

内の規程に基づき輸出部門で行って

いますが、取引があった都度財務部

門に報告されており、また、金利ス

ワップについてのリスク管理は社内

の規程に基づき財務部門が行ってい

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、予定取

引を含めた外貨建取引において同一

金額で同一期日の為替予約を行って

いるため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されて

おり、その判定をもって有効性の判

定に代えています。 

また、金利スワップ取引について

は、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一であ

り、かつ、ヘッジ開始時及びその後

も継続して相場変動又はキャッシ

ュ・フローの変動を完全に相殺する

ものと想定できるため、その判定を

もって有効性の判定に代えていま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっています。 

消費税等の会計処理 

同左 
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【会計方針の変更】 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっていましたが、当事業年度より「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成

６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正）を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

す。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微です。 

─────── 

─────── （収益の計上基準） 

当事業年度より「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事契約については工事進行基準を、その他の

工事契約については工事完成基準を適用していま

す。 

これによる当事業年度の売上高、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。 

─────── （「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）） 

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しています。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額はありません。 
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【注記事項】 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

１ ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保付債務は次のとおりです。 

 
  

建物 347百万円

土地 97 〃

  計 444百万円

長期預り保証金 487百万円

１ ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

 担保付債務は次のとおりです。 

 
  

建物 321百万円

土地 97 〃

 計 418百万円

長期預り保証金 441百万円

２ ※２ このうち、関係会社に対するものが、次のと

おり含まれています。 

 
  

売掛金 91,121百万円

未収入金 31,513 〃

買掛金 17,370 〃

未払費用 25,678 〃

預り金 30,634 〃

２ ※２ このうち、関係会社に対するものが、次のと

おり含まれています。 

 
  

売掛金 109,679百万円

未収入金 24,835 〃

買掛金 21,261 〃

未払費用 17,646 〃

預り金 41,305 〃

３ ※３ 有形固定資産に対する減価償却累計額 

 
  

 770,735百万円

３ ※３ 有形固定資産に対する減価償却累計額 

 
  

808,451百万円

４ 偶発債務 

他の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証

を行っています。 

 

CAMI Automotive Inc. 29,469百万円

Suzuki Powertrain India Ltd.  22,592  〃

Maruti Suzuki India Ltd. 12,249 〃

江西昌河鈴木汽車有限責任公司 6,681 〃

PT Suzuki Finance Indonesia 4,376 〃

浜松ケーブルテレビ㈱ 1,277 〃

その他 140 〃

計 76,787百万円

 

４ 偶発債務 

他の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証

を行っています。 

 

Suzuki Powertrain India Ltd.  19,099百万円

Maruti Suzuki India Ltd. 8,701 〃

PT Suzuki Finance Indonesia 4,491 〃

Magyar Suzuki Corporation Ltd. 1,249 〃

浜松ケーブルテレビ㈱ 1,006 〃

その他 494 〃

計 35,042百万円

５ 輸出手形割引高          681百万円 

  
５ 輸出手形割引高            318百万円 

  
６ ※４ このうち仮払消費税等と仮受消費税等の相殺

後の未収還付消費税等2,229百万円が含まれてい

ます。 

  

６ ※４ このうち仮払消費税等と仮受消費税等の相殺

後の未収還付消費税等4,661百万円が含まれてい

ます。 

  
７ 当社は効率的な資金調達を行うため、取引銀行５行

とコミットメント契約を締結しています。 

当事業年度末におけるコミットメント契約に係る

借入未実行残高は、次のとおりです。 

コミットメント契約の総額 155,000百万円

借入実行残高 ―

差引額 155,000百万円

７ 同左 
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(損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

１ ※１ このうちには、関係会社に対するものが、次

のとおり含まれています。 

 
  

売上高 1,104,611百万円

受取配当金 3,251 〃

固定資産賃貸料 1,820 〃

１ ※１ このうちには、関係会社に対するものが、次

のとおり含まれています。 

 
  

売上高  923,981百万円

受取配当金  2,032 〃

固定資産賃貸料  1,905 〃

２ ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

 
  

固定資産へ 344百万円

販売費及び一般管理費へ 60 〃

営業外費用へ 11 〃

  計 416百万円

２ ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

 
  

固定資産へ 130百万円

販売費及び一般管理費へ 1,871 〃

営業外費用へ 4,750 〃

 計 6,753百万円

３ ※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりです。 

販売費 

 一般管理費 

 
  

発送費 51,022百万円

販売奨励費 43,154 〃

販売促進費 35,454 〃

広告宣伝費 19,049 〃

賃金給料 4,236 〃

退職給付費用 403 〃

製造物賠償責任引当金繰入額 1,219 〃

減価償却費 698 〃

製品保証引当金繰入額 35,013 〃

リサイクル引当金繰入額 50 〃

賃金給料 1,514百万円

研究開発費 111,517 〃

役員賞与引当金繰入額 220 〃

退職給付費用 110 〃

減価償却費 1,048 〃

３ ※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりです。 

販売費 

 一般管理費 

 
  

発送費 33,851百万円

販売奨励費 39,164 〃

販売促進費 14,993 〃

広告宣伝費 16,100 〃

賃金給料 4,839 〃

退職給付費用 442 〃

貸倒引当金繰入額 2,484 〃

減価償却費 507 〃

製品保証引当金繰入額 30,891 〃

リサイクル引当金繰入額 28 〃

賃金給料 1,553百万円

研究開発費 94,379 〃

役員賞与引当金繰入額 165 〃

退職給付費用 114 〃

減価償却費 1,122 〃

４ ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

 
  

土地 406百万円

機械及び装置 7 〃

建物 4 〃

車両運搬具他 2 〃

  計 421百万円

４ ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

 
  

車両運搬具 2百万円

機械及び装置他 3 〃

 計 5百万円

５ ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

 

機械及び装置他 0百万円

  計 0百万円

 

５  ※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。   

 

工具、器具及び備品 4百万円

車両運搬具他 1 〃

 計 6百万円

 
６ ※６ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                  111,517百万円 

当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

６ ※６ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                     94,379百万円 

当期製造費用に含まれる研究開発費はありませ

ん。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加16,420,227株は、自己株式の買い付けによる増加16,413,000株及び単元

未満株式の買取りによる増加7,227株です。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少2,453株は、転換社債の転換による減少500株及び単元未満株式の売り渡

しによる減少1,953株です。        

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,406株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少107,951,353株は、フォルクスワーゲンＡＧへの第三者割当による自己

株式の処分による減少107,950,000株、転換社債の転換による減少1,000株及び単元未満株式の売り渡しによ

る減少353株です。        

  

(リース取引関係) 

  

 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

７ ※７ 減損損失    

資産グループ化は、事業用資産・貸与資産に区分

し、それぞれの事業所単位としています。 

 営業拠点として貸与している資産グループ等のう

ち、時価が著しく下落した資産グループ等の帳簿価

額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（主に土地293百万円）として特別損失に計上しま

した。 

 なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価

額により測定しており、土地については合理的に算

定した価額により評価しています。 

─────── 

 
 

 
前事業年度末 

株式数 
(株)

当事業年度
増加株式数 

(株)

当事業年度
減少株式数 

(株)

当事業年度末
株式数 
(株)

普通株式 91,539,910 16,420,227 2,453 107,957,684 

 
前事業年度末 

株式数 
(株)

当事業年度
増加株式数 

(株)

当事業年度
減少株式数 

(株)

当事業年度末
株式数 
(株)

普通株式 107,957,684 2,406 107,951,353 8,737 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

オペレーティング・リース取引 

借主側 

未経過リース料 

１年内 7百万円

１年超 4 〃

合計 12百万円

オペレーティング・リース取引 

借主側 

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超 0 〃

合計 4百万円
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

 
  

当事業年度(平成22年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式 

  

   

 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「子会社株式及

び関連会社株式」に含めていません。 

  

区分 貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)

子会社株式 18,849 238,170 219,321 

関連会社株式 1,405 2,398 993 

計 20,255 240,569 220,314 

区分 貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)

子会社株式 18,849 466,253 447,403 

関連会社株式 1,405 6,456 5,050 

計 20,255 472,709 452,453 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式 170,846 

関連会社株式 4,243 

計 175,089 
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(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 (繰延税金負債) 

   

減価償却超過 47,792百万円

有価証券評価損 43,017 〃

諸引当金 30,519 〃

減損損失等 10,707 〃

その他 61,390 〃

繰延税金資産小計 193,428百万円

評価性引当額 △6,494 〃

繰延税金資産合計 186,933百万円

その他有価証券評価差額金 △487百万円

その他 △2,721 〃

繰延税金負債合計 △3,208百万円

繰延税金資産の純額 183,725百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 (繰延税金負債) 

  

減価償却超過 48,525百万円

有価証券評価損 35,103 〃

諸引当金 28,955 〃

減損損失等 10,711 〃

その他 64,499 〃

繰延税金資産小計 187,795百万円

評価性引当額 △11,016 〃

繰延税金資産合計 176,778百万円

その他有価証券評価差額金 △10,700百万円

その他 △2,219 〃

繰延税金負債合計 △12,920百万円

繰延税金資産の純額 163,858百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   

 

法定実効税率 39.8％

(調整)  

 税額控除 △55.4％

 評価性引当 37.7〃

 交際費等の損金不算入額 9.9〃

 受取配当金の益金不算入額 △8.9〃

 その他 △0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.8％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   

 

法定実効税率 39.8％

(調整)  

評価性引当 26.7％

受取配当金の益金不算入額 △4.7〃

その他 △3.7〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.1％
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(１株当たり情報) 

  

 
  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   
２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

１株当たり純資産額 932円70銭 １株当たり純資産額 1,208円88銭

１株当たり当期純利益金額 7円39銭 １株当たり当期純利益金額 15円38銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

6円50銭
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

13円57銭

 
前事業年度

（平成21年３月31日）
当事業年度

（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 405,434 673,803 

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 405,434 673,803 

普通株式の発行済株式数 (千株) 542,647 557,387 

普通株式の自己株式数 (千株) 107,957 8 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数 (千株) 
434,689 557,378 

 (自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益 (百万円) 3,287 7,086 

 普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益 (百万円) 3,287 7,086 

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 444,792 460,734 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額 (百万円) 21 21 

 (うち社債管理手数料 (税額相当額控除後)) (21) (21)

 普通株式増加数 (千株) 63,910 62,916 

 (うち新株予約権付社債) (49,107) (49,229)

 (うち転換社債) (14,802) (13,687)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

― ―
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(重要な後発事象) 

 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前事業年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度

当社の取引先であるGeneral Motors Corp.（以下

「GM社」）が、平成21年6月1日(現地時間）付けで米国

において連邦破産法第11章の適用を申請しました。 

当社は、平成22年6月3日開催の取締役会において、

フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフトを割当

先として、第三者割当による新株式発行を決議し、平成

22年6月23日に払込手続きが完了しました。その概要は

次のとおりです。  

  
１．今回の第三者割当による新株式発行の概要  

  
 (1) 発行新株式数     普通株式 3,660,000株  

 (2) 発行価額       1株につき 1,755円  

 (3) 発行価額の総額    6,423,300,000円  

 (4) 資本組入額      1株につき 877.50円  

 (5) 資本組入額の総額   3,211,650,000円  

 (6) 募集又は割当方法   第三者割当の方法による  

   （割当先）         フォルクスワーゲン・  

                        アクチエンゲゼルシャフト  

 (7) 払込期間           平成22年6月23日から  

                        平成22年7月5日  

 (8) 目的及び理由  

       当社の「第３回無担保転換社債」の償還期日到 

     来による転換の結果、平成22年3月末日時点にお 

     いて、フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシ 

     ャフト（以下「ＶＷ」）の保有する当社株式の発 

     行済株式総数に対する割合が19.89%を下回り 

     19.37%になったため、当社とＶＷとの間の契約に 

     従い、ＶＷの要請を受けたことに基づき、かかる 

     割合が19.89%になることを目的として行ったもの 

     です。  

 (9) 資金の使途         主として四輪車事業の研究 

                        開発に関する設備資金  

  
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び  

    資本金の額の推移  

  
    増資前発行済株式総数    557,387,304株  

      （増資前資本金    134,803,112,161円）  

    増資による増加株式数      3,660,000株  

      （増加資本金       3,211,650,000円）  

    増資後発行済株式総数    561,047,304株  

      （増資後資本金    138,014,762,161円） 

 

当社は、GM社に対する債権はありませんが、同社の

再建手続の進展によっては取立不能または取立遅延の

対象になり得る、GM社の関係会社に対する債権等は下

記のとおりです。 
 

１ GM社の概要 

（1）商号 General Motors Corporation 

（2）所在地 300 Renaissance Center P.O. 
Box 300 Detroit, MI 48265-3000, USA

（3）代表者 President and Chief Executive  
Officer 
Frederick A. Henderson 

（4）資本金 1,017百万U.S.ドル 
（平成20年12月31日現在） 

（5）主な事業 
   内容 

四輪車の開発、製造並びに販売

 

２ GM社及びGM社の関係会社に対する債権の種類、金額

（平成21年5月27日現在）及び純資産に対する割合 

(1) GM社及びGM社の米国内関係会社に対する債権等 

当社の、GM社及びGM社の米国内関係会社に対す

る債権等はありません。 

(2) CAMI Automotive Inc.（注1）に対する債権等 

① 当社の売掛債権 2億円

② 当社の出資額 
  （帳簿価額） 

41億円

③ 当社の債務保証額 381億円
(400百万U.S.ドル)

 

(3) その他のGM社関係会社に対する債権等 

① 当社の売掛債権 
  (内、担保付債権額） 

40億円
(38億円)

② 当社の貸付金(担保付) 190億円
(200百万U.S.ドル)

 

(注1) CAMI Automotive Inc.は、General Motors of 

Canada Ltd. （GM社子会社）の子会社で、当社

が49.99％出資の合弁会社。同社は、General 

Motors of Canada Ltd.に対し、債権等67億円

(78百万カナダドル…平成21年4月30日現在）を

保有。  

(注2) 為替換算レート…１U.S.ドル＝95.14円TTM他

（平成21年5月27日現在） 

(4) 直近の事業年度の末日（平成21年3月31日）におけ

る、当社純資産に対する割合 

 

当社純資産 4,054億円

当社の債権額 5.72%

当社の出資額 1.01%

当社の債務保証額 9.40%
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 
  

 
  

【債券】 
  

 
  

【その他】 
  

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

  Volkswagen Aktiengesellschaft 2,000,000 17,862 

  ジヤトコ㈱ 72,839 14,203 

  三菱電機㈱ 9,210,000 7,911 

  ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ 2,036,100 7,665 

  新日本製鐵㈱ 19,929,000 7,313 

  富士重工業(株) 13,690,000 6,625 

  ㈱静岡銀行 7,000,800 5,705 

投資 その他 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,931,630 4,866 

有価証券 有価証券 旭硝子㈱ 4,620,000 4,864 

  三菱重工業㈱ 12,111,000 4,686 

  (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 29,866 4,252 

  信越化学工業㈱ 616,800 3,349 

  ㈱りそなホールディングス 2,313,450 2,734 

  ＮＴＮ㈱ 6,259,630 2,641 

  大同特殊鋼㈱ 4,462,200 1,753 

  ㈱デンソー 540,851 1,506 

  エヌオーケー㈱ 1,012,300 1,424 

  その他(133銘柄) 89,527,960 25,211 

計 185,364,426 124,580 

銘柄
券面総額 
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

BTMU(Curacao)Holdings N.V. 劣後債 10,000 9,960 

計 10,000 9,960 

種類及び銘柄
券面総額 
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券 
  

その他 

有価証券 

譲渡性預金(63銘柄) 452,000 452,000 

信託受益権(16銘柄) 2,765 2,760 

計 454,765 454,760 
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【有形固定資産等明細表】 
  

 
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりです。 

 
２ 当期減少額の主なものは次のとおりです。 

 
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しています。 

  

【引当金明細表】 
  

 
(注) １ 貸倒引当金及び投資損失引当金の「当期減少額 (その他)」は、洗替計算等による減少です。 

２ 製造物賠償責任引当金の「当期減少額（その他）」は、為替換算差等による減少です。 

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 

(百万円)

有形固定資産     

 建物 163,116 6,235 612 168,739 104,021 6,253 64,718 

 構築物 49,857 969 188 50,638 37,796 1,810 12,842 

 機械及び装置 509,058 17,687 15,347 511,398 467,549 38,968 43,849 

 車両運搬具 2,744 283 363 2,664 2,339 352 324 

 工具、器具及び備品 202,338 23,701 18,552 207,487 196,746 24,970 10,740 

 土地 84,677 500 61 85,117 ― ― 85,117 

 建設仮勘定 4,033 36,723 31,980 8,776 ― ― 8,776 

有形固定資産計 1,015,827 86,100 67,106 1,034,821 808,451 72,354 226,369 

無形固定資産     

 施設利用権 ― ― ― 84 50 4 33 

無形固定資産計 ― ― ― 84 50 4 33 

長期前払費用 584 3 0 588 553 150 34 

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

機械及び装置    試験検査機    5,087百万円 

工具、器具及び備品 プレス型    10,091〃 

建設仮勘定 工具、器具及び備品    22,103〃 

工具、器具及び備品 プレス型    10,628百万円 

建設仮勘定 工具、器具及び備品    22,103〃 

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 78 2,570 5 72 2,570 

投資損失引当金 14,626 11,880 4,839 4,790 16,877 

製品保証引当金 35,013 30,891 35,013 ― 30,891 

役員賞与引当金 220 165 220 ― 165 

役員退職慰労引当金 1,550 60 201 ― 1,410 

製造物賠償責任引当金 7,193 815 758 1,395 5,854 

リサイクル引当金 1,230 28 0 ― 1,257 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

 
  

ロ．受取手形 

相手先別内訳 

 
  

期日別内訳 

 
  

ハ．売掛金 

相手先別内訳 

 
  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
 (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。 

  

区分 金額(百万円)

現金 84 

預金 

当座、普通預金 16,065 

定期預金 43,567 

計 59,633 

合計 59,717 

相手先 金額(百万円)

住友三井オートサービス㈱ 147 

昭和オートレンタリース㈱ 147 

興銀オートリース㈱ 129 

芙蓉オートリース㈱ 66 

三菱オートリース㈱ 42 

その他 177 

合計 710 

期日別 金額(百万円)

平成22年４月 224 

５月 224 

６月 258 

７月 2 

合計 710 

相手先 金額(百万円)

Maruti Suzuki India Ltd. 13,124 

日産自動車㈱ 9,781 

American Suzuki Motor Corp. 8,409 

Suzuki Italia S.P.A. 6,233 

マツダ㈱ 5,358 

その他 112,583 

合計 155,488 

前期繰越高 
(百万円) 
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 
(Ｂ)

当期回収高
(百万円) 
(Ｃ)

次期繰越高
(百万円) 
(Ｄ)

 

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

 (Ａ)＋(Ｄ)

 ２  

 (Ｂ) 

 365  

152,461 1,360,046 1,357,019 155,488 89.7% 41.3日
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ニ．たな卸資産 

 
  

② 固定資産 

イ．関係会社株式 

 
  

ロ．繰延税金資産 

 
  

③ 流動負債 

イ．買掛金 

相手先別内訳 

 
  

区分 品名 金額(百万円)

商品及び製品 二輪車 他 14,070 

 四輪車 28,454 

 販売部品 4,303 

 合計 46,828 

仕掛品 二輪車 1,711 

 四輪車 8,501 

 その他 2,015 

 合計 12,228 

原材料及び貯蔵品 消耗工具 他 8,313 

銘柄 金額(百万円)

Magyar Suzuki Corporation Ltd. 32,844 

Suzuki Finance Europe B.V. 29,392 

PT Suzuki Indomobil Motor 23,734 

Maruti Suzuki India Ltd.  18,849 

Suzuki Powertrain India Ltd. 14,803 

その他 75,720 

合計 195,345 

内容 金額(百万円)

２ 財務諸表等（1）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）参照 94,789 

相手先 金額(百万円)

ジヤトコ㈱ 16,657 

㈱デンソー 14,145 

㈱メタルワン 12,101 

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 10,154 

豊田通商㈱ 9,135 

その他 289,754 

合計 351,948 
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      ロ．短期借入金 

 
  

ハ．未払費用 

 
  

④ 固定負債 

新株予約権付社債 

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

借入先 金額(百万円)

㈱三菱東京UFJ銀行 50,211 

㈱静岡銀行 37,141 

㈱みずほコーポレート銀行 25,211 

㈱りそな銀行 20,000 

中央三井信託銀行㈱ 20,000 

その他 11,000 

合計 163,564 

区分 金額(百万円)

販売会社に対する未払費用 24,705 

未払賞与 10,566 

未払賃金給料 7,378 

その他 19,346 

合計 61,997 

銘柄 金額(百万円)

130％コールオプション条項付 

第４回無担保転換社債型新株予約権付社債 
149,975 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並

びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。 

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株 

単元未満株式の買取り・
売渡し 
 

  取扱場所 
  
 
  

（特別口座） 
名古屋市中区栄三丁目15番33号 
中央三井信託銀行株式会社名古屋支店証券代行部 

  株主名簿管理人 
  
  

（特別口座） 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 ― 

  買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 
電子公告により行います。但し、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合
は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行います。 
公告掲載URL http://www.suzuki.co.jp/ir/index.html 

株主に対する特典 

株主優待制度 

(1) 対象株主 毎年３月31日現在の株主名簿に記載された１単元（100株）以上を保
有の株主 

(2) 優待内容 当社の欧州生産拠点マジャール スズキ社の所在国ハンガリーの産品
である「ハンガリーアカシアはちみつ」と天然のミネラルを豊富にバ
ランスよく含んだドイツ原産の「岩塩」の詰め合わせ 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

   

 
  

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】

２ 【その他の参考情報】

  
(1) 有価証券届出書 

及びその添付書類 

その他の者に対する割当（普通株式） 

  

平成22年６月３日 

関東財務局長に提出

  
(2) 有価証券報告書 

及びその添付書類、

確認書 

( 事業年度 自平成20年４月１日 

(第143期) 至平成21年３月31日 ) 

平成21年６月29日 

関東財務局長に提出

 

(3) 内部統制報告書 ( 事業年度 自平成20年４月１日 

(第143期) 至平成21年３月31日 ) 

平成21年６月29日 

関東財務局長に提出

 
(4) 四半期報告書  

及び確認書 

  

 

  

  

(第144期第１四半期 自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日) 

(第144期第２四半期 自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日) 

(第144期第３四半期 自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日) 

平成21年８月６日 

関東財務局長に提出 

平成21年11月13日 

関東財務局長に提出 

平成22年２月12日 

関東財務局長に提出

 
(5) 臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（提出会

社の主要株主の異動）に基づく臨時報告書です。 

平成22年１月15日 

関東財務局長に提出

 
(6) 訂正発行登録書 平成21年６月29日 

関東財務局長に提出 

平成21年８月６日 

関東財務局長に提出 

平成21年11月13日 

関東財務局長に提出 

平成22年１月15日 

関東財務局長に提出 

平成22年２月12日 

関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成21年６月29日

ス ズ キ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているスズキ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、スズキ株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

  

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は会社の取引先であるGeneral Motors Corp.（以下

「ＧＭ社」）が平成21年６月１日（現地時間）付けで米国において連邦破産法第11章の適用を申請した旨

及びＧＭ社の概要並びにＧＭ社及びＧＭ社の関係会社に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合

等について記載している。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

清 明 監 査 法 人

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士   今 村   了    ㊞ 

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士   岩 間   昭    ㊞ 

追記情報



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、スズキ株式会社

の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報

告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、スズキ株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

１ 上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が連結財務諸表に添付する形で別途保管しています。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

平成22年６月29日

ス ズ キ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているスズキ株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、スズキ株式会社及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２２年６月３日開催の取締役会において、フォル

クスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフトを割当先として、第三者割当による新株式発行を決議した。 

なお、第三者割当増資は平成２２年６月２３日に払込が完了している。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

清 明 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   今 村   了    ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   岩 間   昭    ㊞ 



＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、スズキ株式会

社の平成２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部

統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記

載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、スズキ株式会社が平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表

示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

１ 上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が連結財務諸表に添付する形で別途保管しています。 

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

平成21年６月29日

ス ズ キ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているスズキ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第143期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、スズキ株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は会社の取引先であるGeneral Motors Corp.（以下

「ＧＭ社」）が平成21年６月１日（現地時間）付けで米国において連邦破産法第11章の適用を申請した旨

及びＧＭ社の概要並びにＧＭ社及びＧＭ社の関係会社に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合

等について記載している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

独立監査人の監査報告書
 

清 明 監 査 法 人

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士   今 村   了    ㊞ 

代 表 社 員 
業務執行社員

公認会計士   岩 間   昭    ㊞ 

追記情報

１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しています。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

平成22年６月29日

ス ズ キ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているスズキ株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第１４４期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、スズキ株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２２年６月３日開催の取締役会において、フォル

クスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフトを割当先として、第三者割当による新株式発行を決議した。 

なお、第三者割当増資は平成２２年６月２３日に払込が完了している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

独立監査人の監査報告書
 

清 明 監 査 法 人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   今 村   了    ㊞ 

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士   岩 間   昭    ㊞ 

１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しています。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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